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は
じ
め
に

0中国
地
方
に
お
け
る
中
世
前
期
の
惣
荘
祭
祀

②名
主
座
の
成
立

③
村落
内
身
分
と
し
て
の
名
主
頭
役
身
分

④名
主
頭
役
身
分
の
家
格
へ
の
変
質

お
わり
に

［論文
要
旨
］

　名
主
座
は
、
「
名
ま
た
は
名
主
を
基
礎
単
位
と
し
て
頭
役
を
営
み
、
複
数
の
名
ま
た
は
名
主
か
ら
　
　
　
　
　
一
六
世
紀
後
期
、
中
国
地
方
の
村
落
に
お
い
て
家
が
普
遍
的
に
成
立
し
た
。
こ
の
家
を
基
盤
と
す

構成
さ
れ
、
薦
次
階
梯
的
要
素
が
希
薄
な
、
中
国
地
方
の
宮
座
」
と
規
定
さ
れ
て
き
た
。
本
論
文
は
、
　
　
　
る
座
外
の
村
落
内
勢
力
と
名
主
座
と
の
間
に
確
執
と
妥
協
が
み
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
近
世
に
お
い

こ
の
名
主
座
を
村
落
内
身
分
の
観
点
か
ら
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
名
主
頭
役
身
分
は
家
格
を
示
す
も
の
へ
と
変
質
し
、
名
主
座
は
家
格
制
維
持
の
権
威
的
な
機
構
と

　ま
ず
中
国
地
方
の
中
世
前
期
惣
荘
祭
祀
が
、
古
老
・
住
人
身
分
集
団
に
よ
る
宮
座
祭
祀
で
あ
っ
た
　
　
　
　
な
っ
た
。

こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
惣
荘
宮
座
祭
祀
が
変
質
し
て
、
一
四
世
紀
初
頭
に
名
主
座
は
形
成
し
た
。
そ
　
　
　
　
最
後
に
、
名
主
頭
役
身
分
の
成
立
時
期
、
名
主
頭
役
身
分
の
身
分
特
権
の
あ
り
か
た
、
神
田
没
収

の

背景
に
は
、
名
の
変
質
と
山
野
・
用
水
な
ど
の
共
同
用
益
と
名
と
の
関
連
が
み
ら
れ
た
。
名
主
座
　
　
　
の
村
落
財
政
上
の
影
響
と
そ
の
対
応
策
、
家
格
制
の
深
化
や
変
化
の
あ
り
か
た
、
宮
座
「
解
体
」
後

成
立
の
徴
証
と
さ
れ
る
頭
文
は
、
宮
座
の
「
自
主
性
・
自
治
制
」
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
名
を
再
　
　
　
　
の
実
態
、
及
び
名
主
頭
役
身
分
の
分
布
範
囲
な
ど
の
課
題
を
提
示
し
た
。

編成
し
た
結
果
、
社
家
な
ど
の
主
導
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
っ
た
。

　名
主
座
は
、
村
落
内
身
分
で
あ
る
名
主
頭
役
身
分
の
者
た
ち
が
連
合
し
て
運
営
す
る
宮
座
で
あ
っ
　
　
　
キ
ー
ワ
ー
ド
　
名
主
座
　
名
主
頭
役
身
分
　
惣
荘
宮
座
　
家
格
制
　
頭
文

た
。
ま
た
名
主
頭
役
身
分
の
応
分
負
担
は
、
膓
次
成
功
身
分
の
成
功
（
直
物
負
担
）
に
相
当
す
る
も

の

であ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
名
主
座
に
は
薦
次
階
梯
的
な
要
素
が
発
達
し
な
か
っ
た
。

6
5
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は

じ
め
に

　
か

つ
て

肥
後
和
男
氏
は
、
岡
山
県
の
宮
座
を
「
名
主
座
」
と
名
付
け
た
。
肥
後
氏

は
、
名
主
座
を
「
名
主
が
名
（
み
ょ
う
）
を
代
表
し
て
、
神
拝
の
座
に
列
す
る
」
も

　
　
　
　
（
1
）

の

と
規
定
し
た
。
ま
た
名
の
名
称
を
も
た
な
く
と
も
、
名
主
座
と
同
様
の
構
造
を
も

つ
祭
祀
組
織
も
、
「
擬
名
主
座
」
と
し
て
、
広
義
の
名
主
座
の
範
囲
に
含
め
て
い
る
。

　
こ
の
肥
後
氏
の
研
究
を
承
け
て
、
中
世
前
期
か
ら
近
世
の
史
料
を
広
く
渉
猟
し
て

宮
座

と
名
の
関
係
を
追
求
し
た
の
は
、
藤
井
昭
氏
で
あ
っ
た
。
藤
井
氏
は
、
畿
内
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

国
の
宮
座
と
比
べ
て
、
年
齢
階
梯
的
な
要
素
が
希
薄
で
あ
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
藤

井
氏
が
名
主
座
の
事
例
と
し
て
検
討
し
た
の
は
、
美
作
国
（
弓
削
荘
）
、
備
後

国
（
杭
荘
・
地
砒
荘
・
泉
田
荘
）
、
安
芸
国
（
沼
田
新
荘
・
乃
美
郷
・
久
島
郷
）
、
周

防
国
（
賀
保
荘
）
等
に
及
ぶ
。
す
な
わ
ち
岡
山
県
、
広
島
県
、
山
口
県
に
わ
た
る
地

域
の
事
例
で
あ
る
。

　

ま
た
山
陰
地
方
、
四
国
地
方
及
び
兵
庫
県
に
お
け
る
、
近
現
代
の
民
俗
事
例
の
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

か

に
は
、
ト
ウ
ヤ
祭
祀
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
名
主
座
は
み
あ
た
ら
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
い
ま
の
と
こ
ろ
、
名
主
座
は
、
中
国
地
方
、
特
に
山
陽
地
方
に
分

布
す
る
宮
座
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
肥
後
・
藤
井
両
氏
の
研
究
を
ま
と
め
る
と
、
名
主
座
と
は
、
「
名
ま
た
は
名
主
を

基
礎
単
位
と
し
て
頭
役
を
営
み
、
複
数
の
名
ま
た
は
名
主
か
ら
構
成
さ
れ
、
藺
次
階

梯
的
要
素
が
希
薄
な
、
中
国
地
方
の
宮
座
」
と
規
定
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
名
主
座
は
、
歴
史
的
に
み
て
、
畿
内
近
国
の
宮
座
と
ど
の
よ
う

に
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
名
主
座
を
村
落
内
身
分
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
問

題

に
迫
り
た
い
と
思
う
。
村
落
内
身
分
と
は
、
「
村
落
集
団
に
よ
り
お
の
お
の
独
自

に
認
定
・
保
証
さ
れ
、
一
義
的
に
は
そ
の
村
落
内
で
通
用
し
、
村
落
財
政
に
よ
り
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

え
ら
れ
た
身
分
体
系
」
で
あ
る
。

　
本
稿
で

は
、
従
来
の
肥
後
氏
・
藤
井
氏
ら
の
実
証
研
究
に
学
び
つ
つ
、
名
主
座
に

お

け
る
村
落
内
身
分
の
あ
り
か
た
を
検
証
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
畿
内
近
国
の
宮
座

と
の
比
較
な
ど
か
ら
、
中
国
地
方
の
宮
座
を
歴
史
的
に
位
置
づ
け
た
い
。

0
中
国
地
方
に
お
け
る
中
世
前
期
の
惣
荘
祭
祀

　
ま
ず
、
中
世
前
期
に
お
け
る
中
国
地
方
の
惣
荘
祭
祀
の
あ
り
か
た
を
、
同
時
期
の

畿
内
近
国
の
惣
荘
宮
座
と
比
較
し
な
が
ら
検
討
す
る
。

　
中
国
地
方
の
中
世
前
期
惣
荘
祭
祀
に
は
、

　
①
免
田
を
基
盤
と
し
て
頭
を
廻
る
も
の

　
②
名
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
一
定
面
積
の
田
畠
を
基
盤
に
編
成
さ
れ
た
頭
を
廻
る

　
　
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の

二
種
類
が

あ
る
と
、
藤
井
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
①
・
②
い
ず
れ
も
、
宮

座

で

は
な
く
、
「
免
田
を
基
盤
と
し
た
頭
役
制
祭
祀
」
だ
と
規
定
す
る
。

　
藤
井
氏
に
よ
る
と
、
宮
座
は
頭
人
た
ち
の
結
合
に
自
主
性
・
自
治
制
を
有
す
る
も

の

で

あ
り
、
宮
座
成
立
の
目
安
と
し
て
座
衆
一
同
が
会
す
る
直
会
が
存
在
す
る
こ
と

を
条
件
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
中
国
地
方
に
お
い
て
具
体
的
に
は
、
名
田
畠
を
編
成

し
た
頭
役
を
記
載
し
た
頭
文
が
成
立
す
る
一
四
世
紀
に
、
宮
座
が
成
立
す
る
と
し
て

い
る
。

　

は
た
し
て
中
国
地
方
の
中
世
前
期
惣
荘
祭
祀
は
、
宮
座
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
中
世
前
期
に
お
け
る
「
百
姓
等
」
の
共
同
行
動
で
あ
る
。

　
中
国
地
方
に
接
す
る
瀬
戸
内
海
・
四
国
地
方
の
事
例
で
あ
る
が
、
伊
予
国
弓
削
島

荘
は
、
中
世
前
期
に
お
け
る
村
落
共
同
体
研
究
の
絶
好
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
研
究

さ
れ
て
き
た
。
こ
の
弓
削
島
荘
で
は
「
百
姓
等
」
と
い
う
形
で
領
主
へ
の
解
・
申
状

が
作
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
「
住
人
等
」
集
団
が
「
百
姓
等
」
と
い
う
形
で
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

申
を
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
弓
削
島
荘
名
主
に
は
、
「
交
易
畠
」
と
い
う
名
主
給
畠
と
塩
浜
保
有
、
名
田
畠
、
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（
7
）

持
分
化

さ
れ
た
山
林
と
い
う
特
権
が
あ
っ
た
こ
と
を
島
田
次
郎
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
小
百
姓
層
に
対
す
る
、
名
主
の
身
分
特
権
で
あ
る
。
こ
の
名
主
の
身
分
特

権

は
、
か
つ
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
開
発
集
団
で
あ
る
古
老
・
住
人
身
分
の
も
つ
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

権
と
同
様
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
罰
）

　
弓
削
島
荘
「
百
姓
等
」
の
起
請
文
罰
文
に
は
、
「
弓
削
嶋
七
社
大
明
神
は
ち
」
と

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

い
う
記
載
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
集
団
が
、
弓
削
嶋
七
社
大
明
神
を
結
集
の

核

に
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
別
の
史
料
に
は
、
「
飲
神
水
」
と
い
う

　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

表
現
も
み
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ま
た
こ
の
集
団
に
は
、
「
古
老
百
姓
」
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
こ
の

集
団
が
薦
次
階
梯
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
以
上
の

点
か
ら
、
弓
削
島
荘
百
姓
等
の
背
景
に
、
臨
次
成
功
身
分
で
あ
る
古
老
．

住
人
身
分
組
織
が
あ
り
、
こ
れ
が
荘
鎮
守
祭
祀
の
集
団
で
も
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
伊
予
国
弓
削
島
荘
の
惣
荘
祭
祀
は
、
畿
内
近
国
と
同
様
の
、

惣
荘
宮
座
祭
祀
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
弓
削
島
荘
の
例
を
ふ
ま
え
て
、
中
国
地
方
の
状
況
を
み
て
み
よ
う
。

　
中
世
前
期
、
中
国
地
方
の
各
地
で
も
、
「
百
姓
等
」
に
よ
る
申
状
の
提
出
な
ど
が

な
さ
れ
て
い
る
。
時
代
順
に
み
て
い
く
と
、
一
二
三
一
二
（
天
福
元
）
年
、
一
二
七
四

（文
永
一
一
）
年
の
両
年
、
備
後
国
太
田
荘
で
は
、
「
百
姓
等
企
逃
散
」
、
「
百
姓
等
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

然
歓
出
来
」
と
い
う
よ
う
に
、
百
姓
等
に
よ
る
逃
散
が
企
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

百
姓
等
申
状
の
提
出
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
つ
な
が
る
共
同
行
動
と
い
え
よ
う
。
実

際
、
く
だ
っ
て
一
三
〇
〇
（
正
安
二
）
年
に
は
、
同
荘
の
荘
官
百
姓
等
が
解
状
を
提

　
　
　
（
1
3
）

出
し
て
い
る
。

　
一
二
二
七
（
嘉
禄
三
）
年
に
は
周
防
国
多
仁
荘
の
友
延
ら
二
七
人
が
百
姓
等
解
を
、

一
二

四
一
（
仁
治
二
）
年
の
安
芸
国
安
摩
荘
で
は
「
百
姓
等
分
」
と
し
て
貞
友
ら
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

○

人

と
荘
官
と
が
共
同
で
解
文
を
だ
し
て
い
る
。

　
一
三
〇
〇
年
代
に
は
い
る
と
、
周
防
国
椹
野
荘
、
備
前
国
金
岡
東
荘
、
備
中
国
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

原
郷
な
ど
で
も
、
百
姓
等
申
状
が
だ
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
百
姓
等
活
動
の
背
景
に
、
住
人
等
と
し
て
の
共
同
組
織
が
あ
る
こ
と

は
、
中
国
地
方
で
も
確
認
で
き
る
。

　
は
や
く
一
一
世
紀
中
期
か
ら
、
「
年
来
住
人
等
領
田
畠
」
、
「
年
来
住
人
打
開
領
田

畠
」
と
か
「
寺
家
所
司
三
昧
僧
井
及
在
家
住
人
等
、
従
往
古
以
降
、
国
役
公
事
所
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

不
勤
仕
也
」
と
い
う
よ
う
に
、
住
人
等
集
団
の
開
発
行
為
や
対
桿
活
動
が
み
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
〔
予
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
住
人
等
…
妻
口
皆
交
山
野
之
中
、
更
無
住
私
宅

　

こ
れ
は
、
一
二
二
一
（
承
久
三
）
年
、
地
頭
代
官
に
抵
抗
す
る
、
安
芸
国
世
能
荘

の

住
人
等
集
団
の
姿
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
住
人
等
の
動
き
は
、
畿
内
近
国
の
住
人
等
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。

　
在
地
の
共
同
組
織
が
藤
次
階
梯
的
な
シ
ス
テ
ム
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
確
認
で
き

る
。
安
芸
国
沼
田
新
荘
、
一
二
六
六
（
文
永
三
）
年
の
史
料
に
は
「
新
庄
古
老
人
等
」

が
み
え
る
し
、
や
や
く
だ
る
＝
一
一
一
七
（
文
保
元
）
年
の
備
後
国
地
砒
荘
に
も
「
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

老
之
百
姓
」
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。

　
以
上
の
点
を
前
提
に
、
惣
荘
祭
祀
の
具
体
像
を
み
て
み
よ
う
。

一
庄
内
諸
社

八
幡
宮
　
大
歳
神

　

件
二
社
者
、
於
庄
官
百
姓
等
之
経
営
、
恒
例
神
事
勤
行
之
云
々
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　

守
御
配
分
之
旨
、
両
方
寄
合
、
可
令
勤
行
之

　
こ
れ
は
、
一
二
三
五
（
嘉
禎
元
）
年
、
安
芸
国
三
入
荘
に
お
け
る
惣
荘
祭
祀
の
あ

り
か
た
を
示
し
た
史
料
で
あ
る
。
荘
官
と
百
姓
等
が
こ
の
祭
祀
を
共
同
で
「
経
営
」

し
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。

　
藤
井
氏
は
、
こ
の
祭
祀
を
共
同
体
的
な
組
織
と
は
み
な
さ
な
い
高
牧
實
説
を
否
定

し
、
地
頭
の
経
営
の
中
へ
村
落
共
同
体
の
機
構
を
包
含
し
従
属
さ
せ
た
も
の
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

黒
田
俊
雄
説
を
支
持
し
て
い
る
。
し
か
し
藤
井
氏
が
こ
れ
を
宮
座
と
み
と
め
な
い
の

は
、
こ
の
祭
祀
組
織
が
地
頭
の
支
配
下
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
氏
の
い
う
「
自
主
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性
・
自
治
制
」
と
い
う
規
定
に
抵
触
し
て
い
る
た
め
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
確
か

に
こ
の
嘉
禎
元
年
の
史
料
じ
た
い
が
地
頭
得
分
田
畠
等
の
配
分
注
文
で
あ
り
、

三
入
荘
内
の
諸
社
が
地
頭
の
支
配
下
に
は
い
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
た
だ

し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
「
庄
内
諸
社
」
の
箇
条
に
お
け
る
地
頭

得
分
等
の
配
分
は
、
実
質
的
に
は
祭
祀
権
益
の
配
分
な
の
で
あ
る
。
こ
の
祭
祀
権
益

の

基
底
に
は
、
「
庄
官
百
姓
等
之
経
営
」
に
よ
る
「
恒
例
神
事
勤
行
」
が
存
在
す
る

の

で

あ
る
。
何
ら
か
の
支
配
下
に
あ
る
祭
祀
す
べ
て
に
「
自
主
性
・
自
治
制
」
が
な

い

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
前
近
代
社
会
に
お
け
る
す
べ
て
の
祭
祀
に
は
「
自
主
性
・

自
治
制
」
が
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
ま
た
藤
井
氏
は
、
こ
の
祭
祀
が
荘
官
と
百
姓
等
と
の
共
同
経
営
で
あ
る
点
を
問
題

視

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
中
世
に
お
け
る
多
く
の
宮
座
祭
祀
で
は
、
何
ら
か
の
形

で
荘
官
が
関
与
し
て
い
る
。
歴
史
的
に
み
て
、
荘
官
（
ま
た
は
そ
の
後
商
）
の
関
与

が
全
く
な
か
っ
た
と
い
う
宮
座
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

百
姓
等
の
自
主
的
な
共
同
活
動
が
広
汎
に
み
ら
れ
る
中
国
地
方
に
お
い
て
、
た
と

え
地
頭
の
総
体
的
な
支
配
下
と
は
い
え
、
「
庄
官
百
姓
等
之
経
営
」
に
よ
る
「
恒
例

神
事
勤
行
」
を
宮
座
と
み
る
こ
と
は
、
藤
井
氏
の
論
法
で
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
現
に

藤
井
氏
は
、
こ
の
祭
祀
組
織
に
村
落
共
同
体
の
機
構
を
見
出
し
て
い
る
黒
田
氏
の
議

論
を
支
持
し
て
い
る
わ
け
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
。

　

ま
た
藤
井
氏
の
中
世
前
期
惣
荘
祭
祀
u
頭
役
制
説
で
は
、
当
該
期
に
広
汎
に
み
ら

れ

る
「
住
人
等
」
「
百
姓
等
」
の
共
同
行
動
が
、
結
集
の
核
と
し
て
の
祭
祀
組
織
と

い
う
基
盤
を
も
た
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
前
近
代
、
と
く
に
中
世
の
社
会
集

団
と
祭
祀
と
の
密
接
な
関
係
か
ら
み
て
も
、
そ
の
よ
う
な
事
態
は
想
定
し
が
た
い
。

　
以
上

の
点
か
ら
み
て
、
中
国
地
方
の
百
姓
等
の
動
き
は
、
畿
内
近
国
と
同
様
に
、

村
落
内
身
分
集
団
で
あ
る
古
老
・
住
人
身
分
集
団
を
ベ
ー
ス
と
し
た
も
の
と
い
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
中
国
地
方
の
中
世
前
期
惣
荘
祭
祀
は
、
古
老
・
住
人
身
分
集
団
に
よ

る
宮
座
祭
祀
で
あ
り
、
そ
の
点
で
畿
内
近
国
の
中
世
前
期
宮
座
と
同
質
な
存
在
で
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
中
世
前
期
惣
荘
宮
座
は
、
古
老
・
住
人
身
分
集
団
に
よ
る
祭
祀
で
あ
り
、
古
老
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

住
人
身
分
は
荘
園
公
領
制
的
な
身
分
秩
序
に
お
い
て
は
名
主
身
分
の
者
に
相
当
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
中
世
前
期
惣
荘
宮
座
は
名
主
に
よ
る
宮
座
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

　
一
方
、
名
主
座
も
、
冒
頭
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
「
名
ま
た
は
名
主
を
基
礎
単
位
と

し
て
頭
役
を
営
み
、
複
数
の
名
ま
た
は
名
主
か
ら
構
成
」
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
中
世
前
期
惣
荘
宮
座
に
は
、
「
古
老
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
臨
次
階
梯

的
な
要
素
が
明
確
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
名
主
座
で
は
一
般
的
に
薦
次
階
梯
的
な
要

素
は
希
薄
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
中
世
前
期
惣
荘
宮
座
と
名
主
座
と
は
似
て
は
い
る
が
、
本
来
的
に

別
の
組
織
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
畿
内
近
国
と
同
様
な
中
世
前
期
惣
荘
宮
座
を
も
つ
中
国
地
方
に
お
い

て
、
名
主
座
は
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

②
名
主
座
の
成
立

　
前
述
し
た
よ
う
に
藤
井
氏
は
、
一
四
世
紀
に
お
け
る
頭
文
の
形
成
が
名
主
座
が
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

立

し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
肥
後
氏
が
名
主
座

の

早
期
の
例
と
し
て
、
後
掲
す
る
ニ
ニ
〇
二
（
正
安
四
）
年
美
作
国
弓
削
荘
志
呂
宮

御
祭
頭
文
次
第
写
を
あ
げ
て
い
る
点
と
も
符
合
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
四
世
紀
初

頭

に
名
主
座
が
形
成
し
た
と
い
う
の
は
、
先
学
の
一
致
し
た
見
解
で
あ
る
。

　
前
述
の
通
り
、
中
世
前
期
の
頭
役
制
か
ら
宮
座
が
形
成
し
た
と
い
う
藤
井
氏
の
指

摘

に
は
、
従
え
な
い
。
し
か
し
、
一
四
世
紀
初
頭
に
中
世
前
期
惣
荘
宮
座
か
ら
名
主

座
が
形
成
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
従
来
の
見
解
を
追
認
し
た
い
。

　
藤
井
氏
は
、
名
主
座
形
成
の
背
景
と
し
て
、
名
の
形
骸
化
、
新
名
の
形
成
、
名
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

徴
税
単
位
と
し
て
の
機
能
喪
失
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
中
国
地
方
に
限
ら

ず
、
中
世
前
期
か
ら
中
世
後
期
に
か
け
て
起
こ
る
一
般
的
な
事
象
で
あ
り
、
同
時
期

に
お
け
る
宮
座
展
開
の
背
景
と
し
て
妥
当
な
指
摘
だ
と
思
わ
れ
る
。
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こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
頭
文
を
名
主
座
成
立
の
徴
証
と
み
る
藤
井
説
を

検
討

し
た
い
。
藤
井
氏
は
、
宮
座
の
形
成
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
宮
座
の
「
自
主

性
・
自
治
制
」
を
大
き
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で

あ
る
。
「
頭
文
に
み
え
る
よ
う
な
頭
人
た
ち
が
一
つ
の
座
に
つ
く
こ
と
に
な
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

そ
れ
を
宮
座
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
同
氏
は
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
頭
文

は
宮
座
の
「
自
主
性
・
自
治
制
」
を
示
す
も
の
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

右
件
於
山
王
宮
例
講
者
、
任
先
規
之
旨
、
各
々
出
仕
頭
役
者
、
公
方
井
社
家
共
二

致
御
成
敗
、
番
帳
定
置
之
庭
也
、
若
此
旨
令
違
背
、
至
不
参
僻
怠
者
、
可
被
庭
堅

罪
科
、
置
文
之
状
、
伍
太
略
執
達
如
件

　
　
　
応
永
二
十
一
年
甲
午
八
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
俊
政
　
在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

干
時
神
主
平
右
京
亮
盛
政
　
在
判

　

こ
れ
は
、
美
作
国
山
王
宮
（
現
宮
地
神
社
）
、
一
四
一
四
（
応
永
一
二
）
年
の
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

講
頭
役
番
定
写
の
末
尾
部
分
で
あ
る
。
本
文
部
分
で
は
名
（
み
ょ
う
）
と
は
呼
ん
で

は
い
な
い
が
、
近
貞
、
久
延
な
ど
の
名
ら
し
い
名
称
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
名
主
座
の

頭
文
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　

そ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
頭
文
が
俊
政
と
神
主
平
右
京
亮
盛
政
の
署
判
の

も
と
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
頭
文
が
社
家
の
主
導
で
決
定
さ

れ
て

い

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
藤
井
氏
の
い
う
と
こ
ろ

の

「自
主
性
・
自
治
制
」
に
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
頭
文
の
あ
り
か
た
は
、
山
王
宮
だ
け
で
は
な
い
。
肥
後
氏
や
藤
井
氏

ら
が
早
い
時
期
の
名
主
座
の
頭
文
と
し
て
こ
ぞ
っ
て
あ
げ
る
美
作
国
弓
削
荘
志
呂
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

の
一
三
〇
二
（
正
安
四
）
年
御
祭
頭
文
次
第
写
を
み
て
み
よ
う
。

　

志
呂
宮
御
祭
頭
文
次
第

一
番
春

　
　
助
貞
一
頭

　
　
元
松
一
頭
　
（
中
略
）

右
守
結
番
次
第
、
毎
年
無
慨
怠
可
令
勤
仕
之
状
如
件

　
　
正
安
四
年
壬
寅
三
月
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
カ
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
衛

門
尉
盛
口
　
在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
衛
門
尉
盛
宗
　
在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
衛
門
尉
盛
信
　
在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
カ
　

　
志
呂
宮
の
頭
文
で
も
、
右
衛
門
尉
盛
口
ら
三
人
の
連
署
に
よ
る
結
番
差
定
が
な

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
人
の
署
判
者
に
は
肩
付
け
が
な
い
の
で
何
者
な
の
か
明
瞭
で

は
な
い
が
、
同
じ
右
衛
門
尉
を
官
途
と
と
し
、
盛
を
通
字
に
し
て
い
る
こ
と
に
注
意

し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　

こ
の
頭
文
に
は
、
も
う
一
通
、
一
七
二
七
（
享
保
一
二
）
年
の
写
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
宮
内
佐
渡
守
橘
盛
次
が
書
写
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
人
物
も
盛
を
通
字

に
し
て
い
る
。

　
ま
た
一
六
八
九
（
元
禄
二
）
年
の
寺
社
奉
行
宛
の
志
呂
神
社
に
関
す
る
上
書
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

「志
呂
大
明
神
神
主
　
宮
内
久
兵
衛
」
に
よ
っ
て
、
作
成
さ
れ
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
さ
き
の
宮
内
佐
渡
守
橘
盛
次
も
同
じ
宮
内
姓
で
盛
を
通
字
と
す
る

神
主
一
族
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
宮
内
盛
次
自
身
が
書
写
し
た
頭
文
の
右
衛
門
尉

盛

口
・
盛
宗
・
盛
信
ら
も
、
志
呂
神
社
の
神
主
を
中
核
と
す
る
社
家
集
団
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
社
家
一
族
の
宮
座
支
配
は
、
美
作
国
だ
け
は
な
い
。
畑
中
誠
治
氏
の

研
究

に
よ
る
と
、
中
世
後
期
の
備
後
国
で
も
、
吉
備
津
神
社
（
備
後
国
一
宮
）
を
核

と
す
る
地
域
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
結
ん
だ
社
家
た
ち
が
各
地
の
名
主
座
を
主
導
し

　
（
3
0
）

て

い

る
。
同
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
社
家
は
、
国
人
領
主
に
被
官
化
す
る

よ
う
な
小
領
主
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
領
主
と
の
関
連
も
深
い
社
家
の
編
成
や
主
導
に
よ
る
頭
文
が
み
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ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
頭
文
そ
の
も
の
が
、
藤
井
氏
の
説
く
よ
う
な
「
自
主
性
・

自
治
制
」
の
あ
る
祭
祀
集
団
の
産
物
と
は
い
い
き
れ
な
い
。

　

つ
ぎ
に
、
頭
文
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
前
掲
し
た
弓
削
荘
志
呂
宮
の
頭
文
に
よ
る
と
、
地
頭
名
ま
た
は
荘
官
名
と
思
わ
れ

る
助
貞
名
・
菊
元
名
も
頭
役
勤
仕
の
名
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
こ
の
両
名
の
田
積
に

　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

関
す
る
記
載
は
な
い
。

　
一
三
一
七
（
文
保
元
）
年
の
備
後
国
地
砒
庄
内
某
社
御
祭
御
頭
次
第
注
文
写
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

各
頭
一
町
八
段
程
度
の
田
積
に
関
す
る
記
載
が
あ
る
。
本
来
、
地
頭
も
頭
役
を
勤
仕

す
る
が
、
地
頭
名
の
田
積
は
、
志
呂
宮
と
同
様
、
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
美
作
国
山
王
宮
の
名
主
座
全
四
八
頭
の
う
ち
九
頭
を
し
め
て
い
る
の
が
、
領
主
名

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

で

あ
る
助
貞
名
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
助
貞
名
九
頭
の
う
ち
入
頭
に
、
「
助

貞
　
惣
太
郎
」
「
助
貞
　
道
明
」
と
い
う
形
で
実
際
の
頭
役
勤
仕
者
の
名
前
が
そ
れ

ぞ
れ
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
領
主
名
で
あ
る
助
貞
名
が
変
質
ま
た
は

解
体
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

頭
人
額
抹
白
米
二
斗
四
升

頭
人

頭
人

頭
人

頭
人

　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

白
米
弐
斗
四
升
鍼
娼
御
方

　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

白
米
弐
斗
四
升
鎗
欺
御
名
代
末
弘

　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

白
米
弐
斗
四
升
鍋
姑
方
分
太
郎
丸

　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

白
米
弐
斗
四
升
鉋
畝
御
名
＋
郎
太
夫

明
徳
二
年
辛
未
八
月
一
五
日

応
永
五
年
戊
寅
八
月
日

応
永
八
年
辛
巳
戊
寅
八
月
日

応
永
十
一
年
甲
申
八
月
日

応
永
十
四
年
丁
亥
八
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
こ
れ
は
、
周
防
国
賀
保
荘
南
方
八
幡
宮
の
頭
役
帳
の
一
部
で
あ
る
。
＝
二
九
八

（応
永

五
）
年
ま
で
頭
役
を
勤
め
て
い
た
公
文
名
は
、
三
年
後
の
応
永
八
年
か
ら
、

代
理
の
新
頭
人
を
た
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
頭
役
帳
に
「
公
文
名
五
年
宛
」
と

あ
る
よ
う
に
、
公
文
名
は
五
年
ご
と
に
頭
役
を
勤
め
る
定
め
と
な
っ
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
、
公
文
名
の
頭
人
名
が
分
か
る
範
囲
で
は
、
公
文
名
分
の
頭
役
は
毎
回
違
う
頭

人

に
よ
っ
て
勤
仕
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
史
料
の
引
用
は
し
て
い
な
い
が
、

頭
人
名
が
分
か
ら
な
い
場
合
で
も
、
「
公
文
御
名
」
、
「
公
文
方
」
「
公
文
御
名
分
」
な

ど
と
あ
り
、
公
文
当
主
で
は
な
く
、
公
文
名
の
分
と
し
て
公
文
で
は
な
い
別
の
頭
人

が
勤
仕

し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
公
文
名
は
実
質
的
に
数
人

の

名
頭
に
分
割
さ
れ
て
保
持
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
背
景
が
想
定
さ
れ
よ
う
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
本
来
の
公
文
名
の
主
で
あ
る
公
文
そ
の
も
の
が
、
祭
祀
頭
役
か
ら
離
脱
し

て

い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
南
方
八
幡
宮
で
も
、
領
主
名
の
当

主

が
祭
祀
か

ら
離
脱
し
て
い
く
状
況
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
前
に
み
た
安
芸
国
三
入
荘
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
中
世
前
期
の
中
国
地
方

の

宮
座
で
は
、
荘
官
や
地
頭
が
祭
祀
集
団
の
一
員
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
畿
内
近
国

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

で
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
中
世
後
期
に
お
け
る
志
呂
宮
、
地
砒
荘
某
社
、
山
王
宮
や
南
方
八
幡

宮
の
頭
文
・
頭
役
帳
で
は
、
領
主
（
名
）
が
分
解
・
変
質
し
て
、
領
主
名
の
当
主
が

祭
祀
か
ら
離
脱
し
て
い
く
状
況
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
こ
れ
ら

の

諸
社
に
お
い
て
頭
文
が
作
成
さ
れ
た
重
要
な
契
機
の
一
つ
と
し
て
、
荘
官
・
地
頭

な
ど
の
祭
祀
か
ら
の
離
脱
に
と
も
な
う
、
領
主
名
頭
役
の
再
編
が
あ
っ
た
も
の
と
い

え
よ
う
。

　
頭
文
が

（再
編

し
た
）
頭
役
を
確
定
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
一
方
、
頭
役
帳
に

は

連
年
の
頭
役
を
記
録
す
る
こ
と
に
第
一
義
的
な
意
義
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
頭
役
勤

仕
の

記
録
を
と
る
こ
と
に
も
頭
役
勤
仕
者
を
確
定
す
る
目
的
が
と
も
な
う
こ
と
も
想

定
で

き
る
。
南
方
八
幡
宮
祭
礼
旧
記
の
頭
役
帳
記
載
が
＝
二
九
一
（
明
徳
二
）
年
か

ら
始
ま
っ
て
い
る
の
も
、
領
主
名
当
主
の
祭
祀
離
脱
に
対
応
す
る
頭
文
の
作
成
と
同

様
の
背
景
に
よ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
領
主
名
以
外
の
平
民
名
に
つ
い
て
は
、
名
主
座
成
立
以
前
に
お
け
る
名
の
あ
り
か
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た
が
い
ま
の
と
こ
ろ
不
明
な
の
で
、
ま
だ
明
確
な
こ
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
新

名
の
出
現
や
加
地
子
名
主
の
出
現
な
ど
名
の
変
質
に
対
応
し
て
頭
文
を
作
成
し
た
で

あ
ろ
う
こ
と
も
考
慮
し
て
お
い
て
よ
か
ろ
う
。

　
頭
文
と
は
、
宮
座
成
員
の
自
主
性
・
自
治
制
の
徴
証
で
は
な
く
、
名
の
変
質
や
変

動
に
対
す
る
宮
座
の
再
編
策
の
一
環
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
名
主
座
が

領
主

名
当
主
の
祭
祀
離
脱
な
ど
の
名
の
変
質
・
変
動
の
結
果
、
形
成
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

こ
の
「
自
主
性
・
自
治
制
」
と
い
う
の
は
、
座
衆
一
同
が
会
す
る
直
会
が
存
在
す

る
こ
と
を
目
安
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
他
の
宮
座
規
定
に
お
け
る
＝
座

制
」
と
い
う
こ
と
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
「
自
主
性
・
自
治
制
」

や

「
一
座
制
」
に
よ
っ
て
宮
座
を
規
定
す
る
こ
と
自
体
、
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
論
究
は
、
他
日
を
期
し
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
名
の
形
骸
化
、
新
名
の
形
成
、
名
の
徴
税
単
位

と
し
て
の
機
能
喪
失
な
ど
は
、
中
国
地
方
に
と
ど
ま
ら
ず
、
畿
内
近
国
で
も
一
般
に

確
認
で

き
る
事
象
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
中
国
地
方
で
は
、
こ
れ
ら
の
事
象
が
な
ぜ

名
主
座
の
形
成
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
中
世
前
期
か
ら

後
期
へ
の
展
開
の
な
か
で
、
乙
名
・
村
人
身
分
へ
の
道
を
た
ど
る
か
、
名
主
座
へ
の

道
を
た
ど
る
か
、
そ
の
分
岐
点
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　

こ
の
問
題
を
解
明
す
る
に
あ
た
り
、
重
要
な
の
は
、
山
野
・
用
水
な
ど
の
共
同
用

益
を
ど
の
レ
ベ
ル
の
村
落
集
団
が
お
さ
え
て
い
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
惣
荘
レ
ベ

ル
、
個
別
村
落
レ
ベ
ル
の
い
ず
れ
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
山
野
・
用
水
な
ど
の
共
同
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

益
を
基
本
的
に
お
さ
え
て
い
る
集
団
が
基
幹
的
な
村
落
と
な
る
。
こ
の
点
を
中
心
に

中
世
前
期
か
ら
後
期
へ
の
村
落
の
展
開
を
整
理
し
よ
う
。

（A
）

個
別
村
落
レ
ベ
ル
で
共
同
用
益
を
お
さ
え
て
い
る
場
合

個

別
村
落
が
基
幹
村
落
と
し
て
発
展
し
、
基
幹
村
落
を
軸
に
乙
名
・
村
人
身

分
が
形
成
す
る
。
畿
内
近
国
の
村
落
宮
座
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。

（
B
）
惣
荘
（
惣
郷
）
レ
ベ
ル
で
共
同
用
益
を
お
さ
え
て
い
る
場
合

　
　

こ
の
場
合
は
、
惣
荘
（
惣
郷
）
レ
ベ
ル
が
中
世
後
期
に
お
い
て
も
基
幹
村
落

　
　

と
し
て
存
続
す
る
。

①
惣
荘
（
惣
郷
）
レ
ベ
ル
で
古
老
・
住
人
の
腹
次
成
功
身
分
が
発
展
し
て
い
き
、

　
　
乙
名
・
村
人
身
分
が
形
成
す
る
場
合

　

筆
者
が
調
査
し
た
範
囲
の
事
例
で
は
、
紀
伊
国
荒
川
荘
や
大
和
国
竜
門
惣
郷
が

　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
　
こ
れ
に
相
当
す
る
。

②
惣
荘

（惣
郷
）
レ
ベ
ル
で
維
持
さ
れ
る
名
体
制
に
固
着
す
る
形
で
用
益
権
の
留

　

保
が

な
さ
れ
て
い
る
場
合

　

中
国
地
方
の
名
主
座
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
中
世
前
期
に
み
ら
れ
た
藤
次
成
功

　

身
分
は
発
展
せ
ず
、
名
に
固
着
し
た
形
で
村
落
内
身
分
が
展
開
す
る
。

　
以
上

の
整
理
か

ら
、
（
B
）
②
が
名
主
座
が
形
成
す
る
ケ
ー
ス
と
い
う
こ
と
に
な

る
。　

こ
の
よ
う
に
、
名
主
座
の
形
成
は
、
中
世
前
期
か
ら
中
世
後
期
に
か
け
て
展
開
す

る
、
宮
座
の
地
域
的
な
発
展
の
一
形
態
な
の
で
あ
る
。

　
頭
文
を
指
標
と
す
れ
ば
、
名
主
座
は
一
四
世
紀
初
頭
に
形
成
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

一
方
、
畿
内
近
国
の
乙
名
・
村
人
身
分
は
二
二
世
紀
中
期
に
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち

中
国
地
方
に
お
け
る
中
世
後
期
村
落
の
形
成
は
、
畿
内
近
国
よ
り
半
世
紀
の
タ
イ
ム

ラ
グ
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
頭
文
の
作
成
は
、
名
の
変
質
に
対
す
る
対
応
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
名
主
座
が
形
成
し
て
い
た
可
能
性
は
大
い
に
考
え
ら
れ
る
。

名
主
座
の
形
成
が
一
四
世
紀
初
頭
よ
り
ど
れ
ほ
ど
さ
か
の
ぼ
る
か
。
こ
の
点
に
つ
い

て

は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
さ
て
、
こ
の
名
主
座
は
、
名
に
固
着
す
る
形
で
発
展
し
た
宮
座
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
、
乙
名
・
村
人
身
分
と
は
異
な
る
形
態
の
村
落
内
身
分
が
存
在
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

　
そ

こ
で
次
に
、
名
主
座
に
お
け
る
村
落
内
身
分
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
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③
村
落
内
身
分
と
し
て
の
名
主
頭
役
身
分

　
名
主
座
の
構
成
員
は
、
名
に
固
着
し
つ
つ
、
頭
役
を
勤
仕
し
て
い
る
。
そ
こ
で
名

主
座
の
構
成
員
の
も
つ
村
落
内
身
分
を
「
名
主
頭
役
身
分
」
と
命
名
し
た
い
。

　
ま
ず
、
こ
の
名
主
頭
役
身
分
を
、
中
世
前
期
の
名
主
身
分
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

　
中
世
前
期
の
名
は
徴
税
単
位
で
あ
っ
た
が
、
中
世
後
期
、
名
主
座
の
名
は
必
ず
し

も
徴
税
単
位
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
中
世
後
期
に
お
け
る
荘
園
の
名
が
徴
税
単
位

と
し
て
の
機
能
を
維
持
す
る
よ
う
に
、
名
主
座
の
名
頭
が
徴
税
単
位
と
し
て
も
機
能

し
て
い
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
名
頭
に
と
っ
て
は
第
一
義
的
な

要
件
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
備

中
国
新
見
荘
で
は
建
武
年
間
（
＝
三
二
四
～
二
三
二
八
）
以
降
、
名
に
か
わ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

て

村
が
年
貢
収
取
体
に
な
る
と
、
我
妻
建
治
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
状
況

下
で

も
、
新
見
荘
の
名
は
存
在
し
続
け
て
い
る
。
徴
税
単
位
と
い
う
本
来
の
機
能
を

失

い

つ

つ
も
名
が
存
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
名
に
は
別
な
機
能
が
あ
る

こ
と
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
別
な
機
能
と
は
、
祭
祀
頭
役
の
勤
仕
な
の
で

あ
る
。
徴
税
単
位
と
し
て
の
機
能
を
弱
め
た
り
喪
失
し
た
り
す
る
か
わ
り
に
、
祭
祀

頭
役
勤
仕
が
名
の
第
一
義
的
機
能
と
し
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
村
落
内
身
分
で
あ
る
名
主
頭
役
身
分
は
、
徴
税
請

負
者
で
あ
る
こ
と
を
必
須
の
要
件
と
は
し
な
い
。

　
前
掲
の
美
作
国
山
王
宮
例
講
頭
役
番
定
写
に
は
、
次
の
よ
う
な
頭
番
編
成
が
み
ら

　
（
4
0
）

れ
る
。

　
（
番
、
以
下
同
じ
）

九

々

纏

＋
一
々
欝
道
明

＋
三

々
聖
謡
賑
奪

＋
々
纏

＋
二
々
骸
又
三
郎

＋
四
々
鵠
些

　
こ
こ
で
は
、
一
番
に
二
名
が
編
成
さ
れ
て
い
る
。
注
意
し
た
い
の
は
、
名
の
下
に

人
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
九
番
は
國
光
（
名
）
と
弘
守
（
名
）

だ

が
、
二
二
番
は
助
貞
（
名
）
の
下
に
右
近
三
郎
、
國
包
（
名
）
の
下
に
三
郎
四
郎

権
守
が
み
え
る
。
領
主
名
の
助
貞
（
名
）
が
一
一
番
の
道
明
、
一
三
番
の
三
郎
四
郎

権
守
の
二
箇
所
に
み
え
る
よ
う
に
、
名
の
下
の
人
名
は
本
来
の
名
主
で
は
な
く
て
、

恐

ら
く
作
人
な
ど
が
台
頭
し
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
前
に
ふ
れ
た
領
主

（名
）
当
主
の
祭
祀
組
織
か
ら
の
離
脱
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。

文
明
元
己
丑
幽
詰
銘

同
三
辛
卯
　
舩
故
欲
麟
歎
寺

同
五
癸
巳
　
櫛
館
縮
踊
離
持
劫
源
左
近

同
二
戊
子
　
按
縮
銘

同
四
壬
辰
　
描
館
雛
糎
囎
分

同
六
甲
午
　
囎
鰍
焔
名

　

こ
れ
は
、
周
防
国
賀
保
荘
南
方
八
幡
宮
祭
礼
旧
記
の
な
か
の
頭
役
帳
の
一
節
で

　
（
4
1
）

あ
る
。
二
名
主
で
頭
役
を
勤
め
て
い
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
一
四
〇
一
（
応
永
八
）

年
か
ら
、
公
文
名
に
代
理
の
新
頭
人
を
た
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
一
四
七
一

（文
明
三
）
年
か
ら
は
、
名
の
下
に
必
ず
頭
人
の
人
名
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

以
後
、
頭
役
記
載
の
あ
る
一
五
一
九
（
永
正
一
六
）
年
ま
で
に
、
徐
々
に
名
内
か
ら

新
頭
人
が
登
場
し
て
い
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
事
例
は
、
従
来
の
小
百
姓
・
作
人
層
が
台
頭
し
、
新
頭
人
と
な
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
名
主
頭
役
身
分
が
こ
う
し
た
台
頭
す
る
下
層
民
を
含

み

込
み

な
が
ら
、
旧
名
と
は
異
質
な
名
の
構
成
へ
と
転
換
し
て
い
る
状
況
を
示
す
も

の
と
い
え
る
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
頭
文
の
作
成
は
、
名
の
（
再
）
編
成
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
徴

税
を
第
一
義
と
す
る
名
主
身
分
が
変
質
し
て
、
頭
役
勤
仕
を
第
一
義
と
す
る
村
落
内

身
分
で
あ
る
名
主
頭
役
身
分
が
形
成
す
る
。
頭
文
の
成
立
は
、
こ
の
名
主
頭
役
身
分

の
出
現
を
示
す
徴
証
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
名
主
頭
役
身
分
が
固
着
し
て
い
る
名
と
は
、
中
世
前
期
の
名
そ
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の

も
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
に
変
質
し
た
名
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
中
世
前
期
の

名
主
と
も
っ
と
も
異
な
る
点
で
あ
る
。

　

名
主
座
の
名
が
一
義
的
に
は
徴
税
の
た
め
の
も
の
で
は
な
い
と
す
る
と
、
名
と
名

主

頭
役
身
分
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

名
主
座
に
お
い
て
、
名
田
そ
の
も
の
や
御
当
田
な
ど
名
内
の
特
定
の
田
、
名
主
屋

敷

な
ど
の
特
定
の
屋
敷
や
大
木
の
本
が
頭
人
の
資
格
で
あ
り
、
ま
た
頭
役
祭
祀
の
場

　
　
　
　
　
（
4
2
）

と
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
名
主
頭
役
身
分
に
と
っ
て
名
と
は
、
祭
祀
を
す
る
権

利
の

源
泉
で
あ
る
と
と
も
に
、
名
主
頭
役
身
分
の
身
分
標
識
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
名
主
頭
役
身
分
の
身
分
標
識
で
あ
る
特
定
の
田
畠
や
屋
敷
は
、
中
世
前
期

　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

名
主
の
身
分
特
権
で
あ
る
名
主
（
給
）
田
畠
や
山
林
な
ど
に
淵
源
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
名
主
頭
役
身
分
の
者
の
多
く
が
、
本
来
の
名
主
身
分
保
持
者
の
末
商

ま
た
は
権
利
継
承
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
備
後
国
杭
荘
の
久
井
稲
生
神
社
（
杭
稲
荷
神
社
）
に
は
、
一
五
九
八
（
慶
長
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

年
の
杭
稲
荷
社
御
祭
御
頭
注
文
と
い
う
頭
文
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
杭
稲

荷
神
社
の
御
当
は
、
東
座
（
領
家
座
）
二
三
番
四
六
名
、
西
座
（
地
頭
座
）
二
一
番

四

三
名
か
ら
編
成
さ
れ
て
い
る
。
名
ご
と
に
当
田
が
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
名
で
名
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

と
の
独
自
な
用
水
池
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
名
の
当
田
ご
と
に
独
自
の
水

系
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
藤
井
氏
は
、
名
の
残
存
に
は
こ
の
よ
う
な
水
利
慣

行
が
背
景
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
傾
聴
す
べ
き
意
見
だ
と
思
う
。
こ
れ
は
、
前

に
み
た
中
世
前
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
宮
座
発
展
の
地
域
類
型
（
B
）
②
の
あ
り

か
た
を
具
体
的
に
示
す
も
の
で
も
あ
る
。

　
杭
稲
荷
神
社
の
名
ほ
ど
に
完
結
的
な
も
の
で
な
く
と
も
、
各
地
の
名
主
座
に
お
け

る
名
の
御
当
田
そ
の
も
の
が
、
名
主
頭
役
身
分
の
独
占
す
る
権
益
で
あ
る
と
も
い
え

よ
・
つ
。

　
名
は
、
名
主
頭
役
身
分
に
と
っ
て
身
分
標
識
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
実
質
的
な
身

分
権
益
を
構
成
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
名
主
頭
役
身
分
の
保
持
す
る
身
分
特

権

は
、
名
主
座
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
小
百
姓
に
対
す
る
差
別
と
し
て
顕
現
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
名
主
座
は
、
集
団
と
し
て
は
名
主
頭
役
身
分
連
合
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
い
る
。

「名
主
身
分
」
の
継
承
者
で
あ
る
こ
と
が
、
座
衆
で
あ
る
こ
と
の
条
件
で
あ
る
。
こ

れ

は
、
座
の
原
基
形
態
が
名
（
名
主
）
の
連
合
体
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。

そ
し
て
名
の
実
質
が
変
化
し
て
、
名
主
頭
役
身
分
の
集
団
と
な
っ
て
も
、
連
合
体
と

し
て
の
枠
組
み
を
維
持
し
続
け
て
い
る
。

　
そ
し
て
名
主
頭
役
身
分
は
、
名
主
身
分
の
後
商
ま
た
は
権
利
継
承
者
で
あ
り
、
そ

の
数
は
比
較
的
厳
密
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
名
主
頭
役
身
分
の
者
で
あ
る
こ
と
に
よ

り
、
鎮
守
社
に
対
す
る
「
名
主
」
の
役
を
勤
仕
す
る
任
務
を
負
っ
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
、
備
後
国
地
枇
荘
某
八
幡
宮
で
は
、
次
の
よ
う
な
支
出
規
定
が
な
さ
れ

て

い
る
。安

国
頭

秋
末
頭

同
成
俊

同
末
吉

同
獣

近
成
頭

同
行
平

同
実
光

同
宗
末

五五二八五五五五二
反反反反反反反反丁

米
四
斗

一
斗

一
斗

一
斗

一
斗

一
斗
六
升

四
升

一
斗

一
斗

八
十
文

廿
文

廿
文

廿
文

廿
文

舟
二
文

八
文

廿
文

廿
文

　
安
国
名
は
「
頭
」
］
人
、
秋
末
名
は
「
頭
」
や
成
俊
ら
五
人
、
近
成
名
は
「
頭
」

や

行
平
ら
四
人
、
そ
れ
ぞ
れ
が
田
積
二
町
分
と
し
て
米
四
斗
・
銭
八
〇
文
を
均
等
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

負
担
す
る
よ
う
に
編
成
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
地
眠
荘
某
八
幡
宮
に
お
い
て
名
主

頭
役
身
分
の
者
は
、
放
生
会
祭
祀
に
対
し
て
、
田
積
一
反
に
米
二
升
・
銭
四
文
の
割

合
で
均
等
な
支
出
義
務
を
負
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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（
4
7
）

　
美
作
国
弓
削
荘
志
呂
宮
で
は
、
各
名
が
一
番
五
町
前
後
に
編
成
さ
れ
て
い
る
。
各

番
の
頭
役
は
一
町
五
反
以
上
の
田
積
が
あ
る
有
力
名
主
が
勤
め
て
い
る
が
、
そ
の
他

の

中
小
名
主
も
田
積
に
応
じ
た
負
担
を
し
て
い
る
。

　
以
上
の

よ
う
な
負
担
を
こ
こ
で
は
「
名
主
頭
役
身
分
の
応
分
負
担
」
と
呼
ん
で
お

こ
う
。
こ
の
負
担
は
、
頭
役
以
外
の
支
出
で
あ
り
、
名
主
と
し
て
の
資
格
や
名
主
間

の

平
等
性
を
担
保
す
る
負
担
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
名
主
頭
役
身
分
の
応
分
負
担
は
、
頭
役
以
外
の
支
出
と
い
う
点
で
、
薦
次
成
功
身

分
に

お

け
る
成
功
（
直
物
負
担
）
と
同
等
の
意
味
を
も
つ
負
担
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、

名
主
頭
役
身
分
に
お
け
る
頭
役
と
応
分
負
担
は
、
村
落
内
身
分
に
お
け
る
「
な
ら
か

し
の
論
理
」
を
構
成
す
る
基
盤
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
畿
内
近
国
の
宮
座
に
お
い
て
、
藺
次
階
梯
的
要
素
を
発
展
さ
せ
た
も

の

は
、
村
落
内
身
分
の
成
功
す
な
わ
ち
直
物
負
担
で
あ
っ
た
。
畿
内
近
国
の
宮
座
で

は
、
一
三
世
紀
中
期
か
ら
烏
帽
子
成
・
官
途
成
が
お
こ
な
わ
れ
は
じ
め
、
一
四
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

中
期
に
は
こ
れ
ら
の
慣
行
が
村
落
で
一
般
的
に
な
る
。
頭
役
と
比
肩
す
る
財
政
収
入

で

あ
る
直
物
を
拡
充
し
村
落
財
政
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
宮
座
に
お
け
る
膓

次
階
梯
的
な
シ
ス
テ
ム
を
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
。
畿
内
近
国
で
は
、
中
世
前
期
の
古

老
・
住
人
身
分
の
蘭
次
成
功
身
分
と
し
て
の
特
徴
を
強
め
て
い
く
方
向
で
、
中
世
後

期
の
乙
名
・
村
人
身
分
が
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
名
主
座
に
お
い
て
は
、
名
主
頭
役
身
分
の
応
分
負
担
が
、
頭
役
以
外
の
村

落
財
政
収
入
で
あ
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
名
主
頭
役
身
分
の
応
分
負
担
が
、

畿
内
近
国
宮
座
の
成
功
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
畿
内
近
国
の
繭

次
成
功
身
分
の
よ
う
に
、
頭
役
以
外
に
人
生
の
節
目
節
目
で
烏
帽
子
成
・
官
途
成
・

乙

名
成
な
ど
の
成
功
直
物
の
徴
収
を
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
名
主
座
に

お
い
て
は
、
蕩
次
階
梯
的
シ
ス
テ
ム
を
発
展
さ
せ
な
く
と
も
、
村
落
財
政
収
入
を
確

保
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
中
国
地
方
の
名
主
座
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

膓
次
階
梯
的
シ
ス
テ
ム
が
未
発
達
の
ま
ま
現
在
に
い
た
っ
た
要
因
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
中
世
前
期
に
は
宮
座
に
参
加
し
て
い
た
荘
官
や
地
頭
は
、
中

世
後
期
の
名
主
座
か
ら
は
離
脱
し
て
い
た
。
美
作
国
志
呂
宮
、
備
後
地
砒
荘
某
社
の

よ
う
に
領
主
名
は
田
積
記
載
の
な
い
形
骸
化
し
た
頭
番
に
編
成
さ
れ
る
か
、
美
作
国

山
王
宮
の
よ
う
に
実
質
的
な
頭
役
負
担
者
に
再
編
成
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
領
主
名
の
再
編
は
、
得
分
権
化
し
た
名
の
再
編
の
あ
り
か
た
を
強
く

示
唆
し
て
い
る
。
得
分
権
化
し
た
名
、
非
在
荘
の
加
地
子
名
主
に
対
し
て
は
、
頭
番

編
成
か
ら
排
除
す
る
か
、
実
質
的
な
頭
役
負
担
者
に
再
編
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
非
在
荘
の
加
地
子
名
主
を
排
除
す
る
方
向
で
、
名
頭
番
の
編
成
が
な

さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
荘
官
・
地
頭
や
非
在
荘
の
加
地
子
名
主
が
宮
座
祭
祀
か
ら
離
脱
す

る
こ
と
に
よ
り
、
名
主
頭
役
身
分
は
村
落
内
身
分
と
し
て
純
化
し
て
い
っ
た
も
の
と

思
わ

れ
る
。

　
以
上

の

よ
う
に
、
中
国
地
方
の
中
世
後
期
に
成
立
し
た
名
主
座
と
は
、
名
主
頭
役

身
分
の
者
た
ち
が
連
合
し
て
運
営
す
る
身
分
集
団
で
あ
り
、
名
主
座
の
非
構
成
員
で

あ
る
小
百
姓
を
差
別
排
除
す
る
身
分
体
系
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

④
名
主
頭
役
身
分
の
家
格
へ
の
変
質

　
備
後
国
に
お
い
て
、
一
六
〇
一
（
慶
長
六
）
年
の
福
島
正
則
検
地
は
、
寺
領
・
社

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

領
を
徹
底
的
に
没
収
し
た
。
こ
れ
が
、
鎮
守
社
の
神
田
や
名
の
除
田
に
依
存
す
る
名

主
座
の

経
営
に
大
き
な
打
撃
と
な
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
畿
内
近
国
と
同
様

に
、
こ
う
し
た
事
態
は
中
国
地
方
で
も
普
遍
的
に
み
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
村
落
財
政
の
動
揺
に
対
し
て
、
畿
内
近
国
で
は
家
役
の
賦
課
な
ど
に

よ
っ
て
対
応
し
て
い
た
。
中
国
地
方
で
も
同
様
の
対
応
が
な
さ
れ
た
の
で
は
と
思
わ

れ

る
が
、
ま
ず
そ
の
前
提
と
し
て
、
村
落
内
に
家
が
普
遍
的
に
形
成
し
て
い
た
状
況

を
み
て
お
き
た
い
。

　
畑
中
氏
は
、
備
後
国
の
近
世
村
落
に
お
け
る
小
自
営
農
の
一
斉
独
立
の
画
期
を
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

六

世
紀
末
か
ら
一
七
世
紀
初
頭
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
土
地
所
有
や
農
業
経
営
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の
面
か

ら
み
た
指
摘
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
村
落
に
お
け
る
家
の
形
成
と
密
接
に
関
連

し
た
問
題
で
あ
る
。

　
畿
内
近
国
（
近
江
国
今
堀
郷
・
丹
波
国
山
国
荘
）
に
お
い
て
も
、
一
六
世
紀
後
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

に
は
家
が
一
般
的
に
形
成
し
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
中
国
地
方
に
お
い
て
も
、
一
六
世
紀
後
期
に
は
家
が
一
般
的
に
形

成
し
て
い
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　

そ
こ
で
家
役
な
ど
の
村
落
財
政
補
填
策
だ
が
、
い
ま
の
と
こ
ろ
、
当
該
期
の
中
国

地
方
で
は
家
役
徴
収
の
史
料
的
徴
証
を
得
て
い
な
い
。

　
備
後
国
南
村
八
幡
宮
で
は
、
一
六
六
七
（
寛
文
七
）
年
、
祭
祀
に
関
係
す
る
＝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

ケ
村
の
村
々
が
村
高
に
応
じ
て
名
主
座
に
米
を
支
出
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
同
宮

の

名
頭
役
は
村
が
請
け
負
っ
て
お
り
、
名
主
座
と
し
て
は
擬
制
的
な
形
に
な
っ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
極
端
な
事
例
な
の
で
は
あ
る
が
、
座
外
勢
力
の
負
担
支
出

が
名
主
座
の
経
営
補
填
に
宛
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
畿
内
近
国
の
近
世
宮
座
は
、
座
外
の
勢
力
と
の
対
抗
関
係
に
よ
り
、
藤
次
成
功
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

分
か

ら
家
格
制
に
変
質
し
て
い
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
中
近
世
移
行
期
を
通
し
て
年

寄
衆
・
座
衆
身
分
が
変
質
し
て
近
世
に
は
家
格
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
と
同
様
の
変
化
が
、
中
国
地
方
の
名
主
座
に
も
み
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
中
近
世
移
行
期
を
通
し
て
名
主
頭
役
身
分
が
変
質
し
、
近
世
に
は
家
格

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
具
体
的
に
跡
づ
け
て
み
よ
う
。

　
安
芸
国
豊
田
郡
乃
美
郷
の
乃
美
八
幡
宮
の
頭
文
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て

　
（
5
5
）

い
る
。　

　
　
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
　

十
三

日
二
は
・
に
て
中
間
衆
　
百
性
座
ハ
り
や
う
と
う
よ
り
合
候
て
仕
候

　

こ
の
記
載
は
、
一
五
七
七
（
天
正
五
）
年
の
段
階
で
、
「
は
は
の
と
う
」
を
勤
め

る
名
主
（
こ
の
頭
文
で
は
「
き
う
人
」
〈
給
人
〉
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
と
は
別
に
、

宮
座
内
部
に
「
百
姓
座
」
が
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

台
頭
す
る
座
外
の
勢
力
を
名
主
座
内
に
と
り
こ
む
と
と
も
に
、
そ
れ
を
「
百
姓
座
」

と
い
う
形
で
宮
座
内
差
別
を
し
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
座
外
勢
力
台
頭
の

背
景
に
は
、
名
主
座
の
祭
祀
経
営
に
対
す
る
座
外
勢
力
の
貢
献
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

・
つ
。

　
備
後
国
杭
荘
杭
稲
荷
神
社
に
は
、
名
ご
と
に
当
本
が
い
た
。
そ
の
名
の
当
主
の
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

に
、
近
世
で
は
「
寄
当
」
が
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
寄
当
は
、
祭
祀
か
ら

排
除
さ
れ
て
い
た
者
を
名
主
座
の
な
か
に
取
り
込
ん
だ
結
果
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当

本
と
寄
当
と
の
間
に
は
身
分
差
別
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
台
頭
す
る
座
外
勢
力
を
宮
座
内
部
に
と
り
こ
み
つ
つ
、
そ
の
一
方
で

「
は
は
の
と
う
」
と
百
姓
座
、
当
本
と
寄
当
と
い
う
よ
う
な
身
分
差
別
が
設
定
さ
れ

て

い

っ

た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
身
分
差
別
は
、
家
に
固
着
す
る
形
で
固
定
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

　
安
芸
国
沼
田
新
荘
田
万
里
八
幡
宮
の
一
五
四
八
（
天
文
一
七
）
年
の
史
料
に
み
え

る
田
万
里
景
仁
名
は
、
「
と
う
の
も
と
」
を
勤
め
る
名
で
あ
っ
た
。
藤
井
氏
に
よ
る

と
、
こ
の
景
仁
名
は
文
政
年
間
（
一
八
一
八
年
～
一
八
三
〇
年
）
に
「
京
仁
名
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

い
う
表
記
で
み
え
、
そ
れ
が
「
京
仁
」
と
い
う
屋
号
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ

は
、
名
す
な
わ
ち
名
主
頭
役
身
分
が
特
定
の
家
に
固
着
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も

の
と
い
え
よ
う
。

　
備
後
国
杭
荘
杭
稲
荷
神
社
宮
座
の
「
座
頭
」
は
東
座
の
貞
久
名
・
西
座
の
国
時
名

に
、
ま
た
「
触
れ
頭
」
も
東
座
の
光
宗
名
・
西
座
の
助
歳
名
に
固
定
さ
れ
て
い
る
。

座
頭

は
と
も
に
正
面
に
向
か
っ
て
右
端
の
座
に
着
き
、
触
れ
頭
は
当
番
の
一
切
を
指

　
　
（
5
9
）

導
す
る
。
い
ず
れ
も
宮
座
の
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
で
あ
り
、
そ
の
点
で
畿
内
近
国
宮
座

に
お
け
る
乙
名
や
年
寄
衆
に
相
当
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
そ
の
宮
座
の
指
導
的
立
場
が
、
特
定
の
名
に
固
定
さ

れ
て

い

る
点
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
名
主
座
で
は
、
藺
次
階
梯
的
シ
ス
テ
ム

は
未
発
達
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
家
格
の
固
定
化
に
よ
り
、
座
頭
・
触
れ
頭
の

役
が
特
定
の
名
主
家
に
固
着
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
美
作
国
久
米
郡
打
穴
村
宮
代
神
社
で
は
、
本
座
の
他
に
太
郎
座
・
流
れ
座
が

　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

設
置
さ
れ
て
い
た
。
本
座
は
名
座
（
名
主
家
の
座
）
で
あ
り
、
太
郎
座
は
本
座
の
分

家
株
、
流
れ
座
は
分
家
株
の
そ
の
ま
た
分
家
株
で
あ
っ
た
。
太
郎
座
・
流
れ
座
と
し

て
、
分
家
株
を
名
主
座
に
取
り
込
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
分
家
は
あ
く
ま
で
「
株
」

で

あ
り
、
実
際
の
血
縁
関
係
を
と
も
な
わ
な
く
と
も
成
り
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。

「流

れ
」
座
と
い
う
名
称
も
、
そ
の
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
新
座
と
い

う
形
で
、
座
外
の
者
を
名
主
座
の
な
か
に
取
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

名
主
座
内
部
に
、
本
家
・
分
家
・
又
分
家
と
い
う
家
格
差
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
が
株

と
い
う
形
で
固
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
名
主
頭
役
身
分
が
特
定
の
家
に
固
着
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家

の

格
差

も
固
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
名
主
頭
役
身
分
の

家
格
へ
の
変
質
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
名
主
頭
役
身
分
の
家
格
化
は
、
名
主
座
が
家
格
制
維
持
の
権
威
的
機
構
へ
変
質
し

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
名
主
座
の
家
格
制
は
、
座
外
の
者
を
下
位
に
お
し
と
ど
め
排

除
し
、
宮
座
内
で
も
本
頭
・
寄
頭
、
本
座
・
新
座
と
い
う
形
で
差
別
を
維
持
す
る
身

分
序
列
の
機
構
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
名
主
頭
役
身
分
が
家
格
化
し
て
株
と
し
て
固
定
さ
れ
る
点
は
、
は
や
く
宮
本
常
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

氏
も
、
岡
山
県
円
城
村
の
気
喜
神
社
や
松
尾
神
社
の
事
例
で
指
摘
し
て
い
る
。
家
格

は
、
株
と
し
て
一
層
強
固
に
固
定
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
家
格
制
の
展
開
に
と
も
な
っ
て
、
一
方
で
は
名
主
頭
役
身
分
の
主
導
と
は
い
い
き

れ
な
い
事
態
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
備
後
国
地
砒
荘
の
三
河
内
八
幡
宮
、
一
五
三
七
（
天
文
六
）
年
の
座
配
井
祭
田
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

文
で

は
、
左
座
・
右
座
・
上
座
・
中
座
が
み
え
、
頭
本
と
寄
頭
が
存
在
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
＝
ハ
七
三
（
寛
文
＝
三
年
の
段
階
で
は
、
寄
頭
は
複
数
の
頭
本
に
属

　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
頭
本
と
寄
頭
の
関
係
が
か
な
り
弛
緩
し
て
き
た
の
が
う
か
が

え
る
。

　
ま
た
近
世
の
備
後
国
上
村
八
幡
宮
で
は
、
名
内
で
複
数
の
当
人
が
輪
番
で
頭
役
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

勤
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
名
内
部
に
お
け
る
本
来
の
名
主
の
隔
絶
し
た
地
位
が

崩
れ
て
き
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
は
明
ら
か
に
名
主
座
内
に
お
け
る
名
主
頭
役
身
分
の
主
体
性
が
崩
れ
つ
つ

あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
家
格
制
が
変
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
家
格
制
形
成
や
家
格
制
変
化
の
背
景
に
は
、
名
主
座
と
対
立
す
る
座
外
の
勢
力
の

伸
張
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。

　
前
に
ふ
れ
た
備
後
国
南
村
八
幡
宮
で
あ
る
が
、
一
六
六
七
（
寛
文
七
）
年
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

名
を
個
別
の
家
で
は
な
く
、
村
が
勤
仕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
わ
ば
、
名
当
屋
の

村
請
で
あ
る
。

　
美
作
国
弓
削
荘
の
故
地
・
上
弓
削
村
に
あ
る
厨
谷
神
社
の
御
前
座
は
、
一
五
番
で

両
頭
を
つ
と
め
る
名
主
座
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
、
一
六
九
〇
（
元
禄
三
）
年
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

名
を
個
別
の
家
で
は
な
く
、
村
が
勤
仕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
動
向
は
、
近
世
村
落
そ
の
も
の
が
名
主
座
に
対
立
し
、
さ
ら
に
は
そ

れ
を
凌
ぐ
勢
力
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
八
二
六
（
文
政
九
）
年
、
安
芸
国
田
万
里
村
（
沼
田
新
荘
の
故
地
）
の
田
万
里

八
幡
宮
の

名
主
座
は
、
名
ま
た
は
分
割
名
・
新
名
あ
わ
せ
て
二
九
名
・
二
九
家
で
構

　
　
　
　
　
（
6
7
）

成

さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
当
時
の
田
万
里
村
全
戸
数
二
三
一
戸
の
一
二
％
に
す
ぎ

な
い
。
こ
の
地
で
は
い
ま
だ
、
全
戸
の
一
割
に
過
ぎ
な
い
名
主
座
の
家
が
、
中
世
以

来
の
権
威
的
機
構
を
独
占
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
世
紀
初
頭
に
い
た
っ
て
も
、
名
主
頭
役
身
分
と
村
と
の
確
執
は
続
い
て
い
た

の

で
あ
る
。

お

わ
り
に

ま
ず
、
本
稿
の
ま
と
め
を
す
る
。

①
中
国
地
方
の
中
世
前
期
惣
荘
祭
祀
は
、
古
老
・
住
人
身
分
集
団
に
よ
る
宮
座
祭
祀
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で
あ
っ
た
。

②
山
野
・
用
水
な
ど
の
共
同
用
益
と
村
落
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
に
よ
っ
て
、

　

中
世
後
期
村
落
は
（
1
）
乙
名
・
村
人
身
分
へ
の
道
か
、
（
2
）
名
主
座
へ
の
道

　
を
歩
ん
だ
。

③
作
人
・
小
百
姓
と
の
関
係
な
ど
を
背
景
と
し
た
名
の
変
質
を
う
け
て
、
名
を
祭
祀

　
頭
役
と
し
て
再
編
成
し
て
成
立
し
た
の
が
名
主
座
で
あ
る
。
頭
文
は
、
名
を
再
編

　
成
し
た
結
果
を
示
し
た
文
書
で
あ
る
。

④
名
主
座
は
、
村
落
内
身
分
で
あ
る
名
主
頭
役
身
分
の
者
た
ち
が
連
合
し
て
運
営
す

　

る
身
分
集
団
で
あ
る
。

⑤
名
主
頭
役
身
分
の
応
分
負
担
は
、
臨
次
成
功
身
分
の
成
功
（
直
物
負
担
）
に
相
当

　
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
名
主
座
に
は
臨
次
階
梯
的
な
要
素
が
発
達

　
し
な
か
っ
た
。

⑥
一
六
世
紀
後
期
、
中
国
地
方
の
村
落
に
お
い
て
家
が
普
遍
的
に
成
立
し
た
。
こ
の

　
家
を
基
盤
と
す
る
座
外
の
村
落
内
勢
力
と
の
名
主
座
と
の
確
執
と
妥
協
が
み
ら
れ

　
た
。
そ
の
結
果
、
近
世
に
お
い
て
名
主
頭
役
身
分
は
家
格
を
示
す
も
の
へ
と
変
質

　
し
、
名
主
座
は
家
格
制
維
持
の
権
威
的
な
機
構
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以

上
、
本
稿
で
は
、
村
落
内
身
分
と
し
て
の
名
主
頭
役
身
分
と
い
う
視
点
で
、
中

世
か

ら
近
世
を
通
し
て
名
主
座
の
あ
り
か
た
を
全
般
的
に
論
じ
た
。
中
世
後
期
以
降

に
お
け
る
名
主
座
の
事
実
認
識
に
つ
い
て
は
藤
井
氏
ら
先
学
の
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
、

議
論
を
展
開
し
て
き
た
。
し
か
し
、
今
回
の
議
論
を
通
し
て
、
新
た
な
事
実
認
識
・

事
実
認
定
の
必
要
性
が
強
く
感
じ
ら
れ
た
。

　
ま
ず
前
述
し
た
よ
う
に
、
名
主
頭
役
身
分
の
形
成
が
一
四
世
紀
初
頭
よ
り
ど
れ
ほ

ど
さ
か
の
ぼ
る
か
。
こ
の
点
を
具
体
的
に
考
え
て
み
る
べ
き
で
あ
る
。

　
名
主
頭
役
身
分
の
身
分
特
権
の
あ
り
か
た
と
そ
の
変
化
に
つ
い
て
、
も
っ
と
基
礎

的
な
事
実
確
認
を
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
。
従
来
の
名
主
座
研
究
で
は
中
世
の
名
主

と
の
相
違
に
つ
い
て
の
指
摘
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
身
分
標
識
や
身
分
特
権
の
問
題

と
し
て
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
中
国
地
方
に
お
い
て
も
、
中
近
世
移
行
期
に
検
地
な
ど
に
よ
る

神
田
・
除
田
な
ど
の
没
収
が
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
鎮
守
社
の
神
田
没
収
が
村

落
財
政
の
面
で
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
十
分
議
論
さ
れ

て

い

な
い
。
村
落
財
政
補
填
策
と
し
て
の
家
役
賦
課
や
家
役
以
外
の
財
政
貢
献
に
つ

い
て

も
、
さ
ら
な
る
事
実
確
認
が
必
要
で
あ
る
。

　

ま
た
近
世
の
名
主
座
に
お
け
る
家
格
制
の
深
化
や
変
化
に
つ
い
て
も
、
事
実
関
係

を
洗
い
直
す
べ
き
で
あ
る
。
寄
頭
な
ど
と
し
て
展
開
す
る
場
合
と
新
座
な
ど
の
形
で

展

開
す
る
場
合
と
で
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
の
差
が
あ
っ
た
の
か
な
ど
、
興
味
深
い

問
題
で
あ
る
。

　
従
来
の
研
究
で
は
、
名
主
座
の
名
の
解
体
や
名
の
開
放
、
家
格
制
の
崩
壊
な
ど
を

も
っ
て
、
宮
座
の
村
座
化
と
み
る
傾
向
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
畿
内
近
国

の

宮
座
に
お
い
て
も
、
宮
座
の
解
体
1
1
村
座
と
い
う
点
で
、
同
様
の
研
究
傾
向
で
あ

る
。
し
か
し
前
近
代
社
会
に
お
い
て
、
宮
座
の
変
質
や
「
崩
壊
」
が
即
、
村
座
化
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

つ

な
が
る
と
言
い
切
れ
る
だ
ろ
う
か
。
株
座
か
ら
村
座
へ
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
に
と
ら

わ

れ
ず
、
近
世
に
お
け
る
宮
座
変
質
の
あ
り
か
た
を
実
証
的
に
み
て
い
く
必
要
が
あ

ろ
う
。
こ
れ
は
、
中
国
地
方
の
み
な
ら
ず
、
宮
座
研
究
全
般
に
お
け
る
課
題
で
も
あ

る
。　

名
主
座
の
所
在
範
囲
に
つ
い
て
も
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
本
稿
の
冒
頭
で
も
述

べ
た
よ
う
に
、
近
現
代
の
民
俗
事
例
で
は
名
主
座
の
事
例
は
山
陽
地
方
以
外
で
は
希

薄
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
世
後
期
の
播
磨
国
鵤
荘
で
は
、
鵤
荘
上
宮
（
禅
田
社
）
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

下
宮

な
ど
で
名
を
単
位
と
す
る
頭
役
が
み
ら
れ
る
。
宮
本
氏
は
、
名
主
座
の
分
布
範

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

囲
に
、
備
前
・
備
中
・
美
作
に
加
え
、
播
磨
・
丹
波
を
あ
げ
て
い
る
。
名
主
頭
役
身

分
の

分
布
範
囲
を
、
中
世
・
近
世
の
丹
波
国
・
播
磨
国
を
も
視
野
に
い
れ
て
、
検
討

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
今
後
、
以
上
の
点
を
ふ
ま
え
て
、
名
主
座
の
個
別
実
証
研
究
を
す
す
め
て
い
き
た

い
。
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註（
1
）
　
肥
後
和
男
「
美
作
の
宮
座
」
（
和
歌
森
太
郎
編
『
美
作
の
民
俗
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六

　
　
三
年
、
所
収
）
一
九
三
頁
。

（
2
）
　
藤
井
昭
『
宮
座
と
名
の
研
究
』
、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
七
年
、
三
頁
。
た
だ
し
同
書
で
は
、

　
　
ど
う
し
て
中
国
地
方
に
年
齢
階
梯
的
な
宮
座
が
み
ら
れ
な
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
考

　
　
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（
3
）
　
『
近
畿
の
民
俗
』
兵
庫
県
編
（
一
九
九
五
年
）
、
『
中
国
の
民
俗
』
鳥
取
県
編
・
島
根
県
編
二

　
　
九
九
七
年
）
、
『
四
国
の
民
俗
』
香
川
県
編
・
愛
媛
県
編
・
徳
島
県
編
・
高
知
県
編
（
一
九
九

　
　
七
年
）
、
い
ず
れ
も
三
一
書
房
。
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
全
県
に
わ
た
る
緊
急
民
俗
調
査
を
含
む

　
　
も
の
が
あ
る
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
す
べ
て
の
民
俗
事
例
を
網
羅
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
大
ま
か
な
傾
向
を
し
め
す
例
と
し
て
用
い
た
に
過
ぎ
な
い
。
な
お
松
岡
利
夫
氏
は
、
山
口
県

　
　
に
お
け
る
頭
屋
祭
祀
（
名
主
座
）
は
希
有
な
事
例
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
松
岡
利
夫
「
祭

　
　
祀
組
織
と
村
落
社
会
」
、
小
倉
豊
文
編
『
地
域
社
会
と
宗
教
の
史
的
研
究
』
、
柳
原
書
店
、
一

　
　
九
六
三
年
）
。

（
4
）
　
薗
部
寿
樹
『
日
本
中
世
村
落
内
身
分
の
研
究
』
（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）
終
章
・
＝
二

　
　
〇
頁
。

（
5
∀
　
前
掲
註
（
2
）
藤
井
著
書
三
二
六
頁
。

（
6
）
　
薗
部
寿
樹
「
中
世
前
期
の
百
姓
身
分
に
つ
い
て
」
、
『
日
本
史
学
集
録
』
二
〇
号
、
一
九
九

　
　
七
年
。
前
掲
註
（
4
）
薗
部
著
書
第
一
章
。

　
　
　
な
お
島
田
次
郎
氏
は
、
弓
削
島
荘
に
お
い
て
、
一
一
～
一
二
世
紀
の
「
住
人
集
団
」
が
、

　
　
一
二
世
紀
末
・
二
二
世
紀
か
ら
南
北
朝
期
の
「
庄
家
共
同
体
」
（
「
百
姓
名
主
」
の
集
団
）
に

　
　
な
る
と
み
て
い
る
（
島
田
次
郎
「
日
本
中
世
共
同
体
試
論
」
、
同
『
日
本
中
世
の
領
主
制
と
村

　
　
落
』
下
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
所
収
）
。
し
か
し
、
か
つ
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
一

　
　
二
世
紀
段
階
で
住
人
等
が
「
百
姓
等
」
呼
称
を
申
状
で
使
う
の
は
、
住
人
等
の
戦
略
的
な
意

　
　
図
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
住
人
等
集
団
が
百
姓
等
集
団
に
変
化
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

（
7
）
　
前
掲
註
（
6
）
島
田
論
文
。

（
8
）
　
前
掲
註
（
4
）
薗
部
著
書
第
一
章
。

（
9
）
　
正
応
三
年
＝
月
伊
予
国
弓
削
島
荘
百
姓
等
起
請
文
、
東
寺
百
合
文
書
と
、
『
鎌
倉
遺
文
』

　
　
一
七
四
九
一
号
。
『
鎌
倉
遺
文
』
は
、
以
下
「
鎌
」
と
略
称
す
る
。

（
1
0
）
　
元
享
四
年
九
月
伊
予
国
弓
削
島
荘
百
姓
等
申
状
、
東
寺
百
合
文
書
な
、
鎌
二
八
八
三
六
号
。

（
1
1
）
　
（
元
享
四
年
頃
力
）
伊
予
国
弓
削
島
荘
百
姓
等
申
詞
、
東
寺
百
合
文
書
な
、
鎌
二
八
七
一
三

　
　
号
。

（
1
2
）
　
天
福
元
年
六
月
金
剛
峯
寺
所
司
重
解
案
（
紀
伊
金
剛
峯
寺
文
書
、
鎌
四
五
三
四
号
）
、
文
永

　
　

＝
年
七
月
太
田
荘
太
田
方
地
頭
等
陳
状
（
高
野
山
文
書
又
宝
簡
集
一
四
二
、
鎌
一
一
七
〇

　
　
○
号
）
。

（
1
3
）
　
正
安
二
年
四
月
備
後
国
太
田
荘
荘
官
百
姓
等
解
、
高
野
山
文
書
又
続
宝
簡
集
一
四
二
、
鎌

　
　
二
〇
四
二
九
号
。

（
1
4
）
嘉
禄
三
年
二
月
周
防
国
多
仁
荘
百
姓
解
（
九
条
家
冊
子
本
『
中
右
記
』
元
永
元
年
七
月
一

　
　
一
月
巻
裏
文
書
、
鎌
三
五
八
〇
号
）
、
仁
治
二
年
三
月
安
芸
国
安
摩
荘
衣
田
嶋
庄
官
百
姓
等
解

　
　
（
厳
島
神
社
文
書
、
鎌
六
〇
〇
一
号
）
。

（
1
5
）
　
観
応
二
年
七
月
椹
野
荘
百
姓
等
申
状
（
東
大
寺
文
書
、
『
南
北
朝
遺
文
　
中
国
四
国
編
』
（
以

　
　
下
「
南
」
と
略
称
す
る
）
二
〇
八
六
号
）
、
応
安
六
年
一
二
月
金
岡
東
荘
名
主
百
姓
等
申
状
（
山

　
　
城
二
尊
院
文
書
、
南
四
〇
二
八
号
）
、
明
徳
四
年
九
月
上
原
郷
名
主
百
姓
等
目
安
状
（
山
城
九

　
　
条
家
文
書
、
南
五
五
五
九
号
）
、
明
徳
五
年
五
月
上
原
郷
御
百
姓
等
申
状
案
（
山
城
九
条
家
文

　
　
書
、
南
五
六
〇
四
号
）
。

（
1
6
）
　
天
喜
五
年
三
月
安
芸
国
高
田
郡
司
解
（
厳
島
神
社
文
書
、
『
平
安
遺
文
』
〈
以
下
、
「
平
」
と

　
　
略
称
〉
八
五
四
号
）
、
治
暦
四
年
安
芸
国
高
田
郡
司
解
（
同
神
社
文
書
、
平
一
〇
三
一
号
）
、

　
　
天
永
三
年
九
月
東
寺
牒
（
讃
岐
国
善
通
寺
曼
陀
羅
院
井
氏
人
等
衙
宛
、
東
寺
文
書
禮
、
平
一

　
　
七
七
四
号
）
、
永
久
三
年
一
二
月
東
寺
政
所
下
文
（
讃
岐
国
善
通
寺
曼
陀
羅
両
寺
所
司
住
人
等

　
　
宛
、
東
寺
百
合
文
書
ト
、
平
一
八
四
一
号
）
。
な
お
、
住
人
等
を
宛
先
と
す
る
文
書
も
、
仁
平

　
　
二
年
八
月
周
防
国
在
庁
下
文
（
矢
嶋
住
人
等
宛
、
鳥
居
大
路
文
書
、
平
二
七
六
三
号
）
な
ど
、

　
　
数
点
み
ら
れ
る
。

（
1
7
）
　
承
久
三
年
一
〇
月
清
原
宣
景
申
状
、
京
都
大
学
図
書
館
所
蔵
清
家
文
書
、
鎌
二
八
四
五
号
。

（
1
8
）
　
文
永
三
年
四
月
関
東
下
知
状
（
小
早
川
家
文
書
椋
梨
家
什
書
、
鎌
九
五
二
一
号
）
、
文
保
元

　
　
年
五
月
山
内
通
資
・
慈
観
和
与
状
案
（
山
内
首
藤
家
文
書
、
鎌
二
六
二
一
五
号
）
。

（
1
9
）
　
嘉
禎
元
年
＝
月
三
入
荘
地
頭
得
分
田
畠
等
配
分
注
文
、
長
門
熊
谷
家
文
書
、
鎌
四
八
四

　
　
九
号
。

（
2
0
）
　
高
牧
實
『
宮
座
と
村
落
の
史
的
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
、
一
四
〇
頁
）
、
黒

　
　
田
俊
雄
「
村
落
共
同
体
の
中
世
的
特
質
」
（
同
『
日
本
中
世
封
建
制
論
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、

　
　
一
九
七
四
年
）
、
前
掲
註
（
2
）
藤
井
著
書
三
二
一
～
三
二
二
頁
。

（
2
1
）
　
前
掲
註
（
6
）
薗
部
論
文
。

（
2
2
）
　
前
掲
註
（
2
）
藤
井
著
書
三
三
一
～
三
三
五
頁
。

（
2
3
）
　
前
掲
註
（
2
）
藤
井
著
書
第
二
編
第
二
章
の
二
「
中
世
後
期
の
宮
座
と
名
」
。

（
2
4
）
　
前
掲
註
（
2
）
藤
井
著
書
三
三
五
頁
。

（
2
5
）
　
応
永
二
一
年
八
月
山
王
宮
例
講
頭
役
番
定
写
（
天
文
二
四
年
写
）
、
宮
地
神
社
文
書
一
号
、

　
　
『
岡
山
県
古
文
書
集
』
第
四
輯
所
収
。
寺
阪
五
夫
『
美
作
宮
座
資
料
』
（
私
家
版
、
一
九
五
四

　
　
年
、
『
美
作
郷
土
資
料
』
、
名
著
出
版
、
一
九
八
五
年
合
本
復
刻
）
の
「
山
王
神
社
の
例
講
」
（
同

　
　
書
七
八
～
八
五
頁
）
に
も
同
史
料
は
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
翻
刻
内
容
が
一
部
異
な
る
。
こ

　
　

こ
で
は
、
『
岡
山
県
古
文
書
集
』
の
翻
刻
に
従
う
こ
と
と
す
る
。
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（
2
6
）
　
正
安
四
年
三
月
志
呂
神
社
御
祭
頭
文
次
第
写
（
文
安
三
年
写
）
、
志
呂
神
社
文
書
一
号
、
『
岡

　
　
山
県
古
文
書
集
』
第
一
輯
所
収
。

（
2
7
）
　
正
安
四
年
三
月
志
呂
神
社
御
祭
頭
文
次
第
写
（
享
保
一
二
年
写
）
、
志
呂
神
社
文
書
二
号
、

　
　
前
掲
註
（
2
6
）
『
岡
山
県
古
文
書
集
』
所
収
。

（
2
8
）
　
元
禄
二
年
九
月
寺
社
奉
行
上
書
・
志
呂
宮
帳
、
志
呂
神
社
文
書
、
同
文
書
目
録
（
岡
山
大

　
　

学
作
成
）
1
　
1
1
1
号
。

（
2
9
）
　
さ
き
に
あ
げ
た
美
作
国
山
王
宮
（
現
宮
地
神
社
）
も
志
呂
神
社
と
同
じ
弓
削
荘
内
の
神
社

　
　
で
あ
る
。
本
文
で
引
用
し
た
応
永
二
一
年
山
王
宮
例
講
頭
役
番
定
写
の
末
尾
部
分
に
み
え
る

　
　
「
干
時
神
主
平
右
京
亮
盛
政
」
も
、
本
姓
こ
そ
橘
・
平
と
異
な
る
も
の
の
、
盛
の
字
を
同
じ
く

　
　
実
名
の
一
字
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
山
王
宮
神
主
も
、
志
呂
神
社
を
中
心
と
す
る
、

　
　
弓
削
荘
内
の
社
家
集
団
の
一
員
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
考
を
期

　
　
し
た
い
。

（
3
0
）
　
畑
中
誠
治
「
近
世
村
落
に
お
け
る
神
社
祭
祀
の
制
度
的
慣
行
の
形
成
と
展
開
」
、
前
掲
註

　
　
（
3
）
『
地
域
社
会
と
宗
教
の
史
的
研
究
』
所
収
。

（
3
1
）
　
前
掲
註
（
2
6
）
及
び
（
2
7
）
の
文
書
。

（
3
2
）
　
文
保
元
年
一
〇
月
備
後
国
地
砒
庄
内
某
社
御
祭
御
頭
次
第
注
文
写
、
児
玉
文
書
一
号
、
『
広

　
　
島
県
史
』
古
代
中
世
資
料
編
W
（
以
下
「
広
W
」
と
略
称
）
所
収
。

（
3
3
）
　
前
掲
註
（
2
5
）
に
同
じ
。

（
3
4
）
　
周
防
南
方
八
幡
宮
祭
礼
旧
記
、
弘
済
寺
蔵
本
、
『
山
口
県
史
料
』
中
世
編
上
所
収
。

（
3
5
）
　
前
掲
註
（
8
）
に
同
じ
。

（
3
6
）
　
若
林
陵
一
氏
が
前
掲
註
（
4
）
薗
部
著
書
を
書
評
し
て
く
だ
さ
っ
た
（
若
林
陵
一
「
薗
部

　

寿
樹
著
『
日
本
中
世
村
落
内
身
分
の
研
究
』
」
、
『
歴
史
』
一
〇
〇
輯
、
二
〇
〇
三
年
）
。
書
評

　
　
の
な
か
で
、
薗
部
は
惣
荘
・
惣
郷
と
個
別
村
落
を
区
別
し
な
い
で
議
論
し
て
い
る
と
、
若
林

　

氏
は
批
判
さ
れ
た
。
同
書
の
な
か
で
、
紀
伊
国
東
村
の
よ
う
な
個
別
村
落
と
紀
伊
国
荒
川
荘

　
　
や
大
和
国
龍
門
惣
郷
の
よ
う
な
惣
荘
・
惣
郷
を
同
じ
文
脈
で
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ

　
　
る
。
そ
の
点
で
、
若
林
氏
の
よ
う
な
ご
意
見
が
で
る
こ
と
は
も
っ
と
も
だ
と
思
う
。

　
　

従
来
、
惣
荘
（
惣
郷
）
に
村
落
結
合
の
重
点
が
あ
る
の
か
、
惣
村
（
個
別
村
落
）
に
重
点

　
　
が
あ
る
の
か
、
議
論
が
区
々
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
↓
般
論
で
通
そ
う
と
し
た
点
に
、
こ
の
議

　

論
の

ネ
ッ
ク
が
あ
っ
た
。
地
域
に
よ
っ
て
は
、
惣
荘
（
惣
郷
）
に
重
点
が
あ
る
、
ま
た
は
惣

　

荘
1
1
惣
村
の
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
二
重
構
造
が
成
り
立
っ
て
い
な
い
惣
村
の
み
の
場
所
も
あ
る
。

　

仲
村
研
氏
（
「
中
世
後
期
の
村
落
」
、
『
荘
園
支
配
構
造
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八

　

年
所
収
）
の
い
う
二
重
構
造
論
は
通
説
的
な
位
置
に
あ
る
が
、
個
別
村
落
が
基
幹
的
な
村
落

　
　
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
基
幹
村
落
が
惣
荘
・
惣
郷
で

　

あ
る
場
合
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　

拙
著
に
即
し
て
い
え
ば
、
東
村
や
荒
川
荘
、
龍
門
惣
郷
は
い
ず
れ
も
山
野
や
用
水
な
ど
を

　
　
一
義
的
に
お
さ
え
て
い
る
基
幹
的
な
村
落
集
団
な
の
で
あ
る
。
拙
著
で
は
、
そ
の
よ
う
な
基

　
　
幹

的
な
村
落
集
団
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
議
論
を
し
た
の
で
あ
り
、
基
幹
的
な
村
落
集
団
で
あ

　
　
る
か
ぎ
り
惣
荘
・
惣
郷
か
個
別
村
落
か
と
い
う
相
違
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
。

　
　

そ
し
て
現
在
で
も
同
様
に
考
え
て
い
る
。

　
　
　
た
だ
、
以
上
の
点
を
拙
著
で
き
ち
ん
と
論
点
整
理
を
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
確
か
に

　
　
問
題
で
あ
っ
た
と
思
う
。

　
　
　
な
お
、
村
落
内
身
分
以
外
の
多
様
な
身
分
に
触
れ
て
い
な
い
、
村
落
内
部
の
考
察
に
終
始

　
　
し
て
い
る
な
ど
の
ご
批
判
も
い
た
だ
い
た
。
村
落
内
に
様
々
な
身
分
が
存
在
し
て
い
る
こ
と

　
　
は

よ
く
承
知
し
て
い
る
が
、
ま
ず
は
村
落
内
身
分
に
焦
点
を
あ
て
て
議
論
を
た
て
た
。
荘
園

　
　
領
主
と
村
落
内
身
分
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
多
少
触
れ
た
（
拙
著
一
七
二
～
三
頁
な
ど
）
が
、

　
　
地
域
社
会
と
の
関
連
な
ど
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
も
村
落
内
部
に
ま
ず
は
焦

　
　
点
を
あ
て
る
と
い
う
研
究
戦
略
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
村
落
内
身
分
と
他
の
身
分
と
の
関

　
　
連
、
村
落
と
地
域
社
会
や
領
主
と
の
関
連
な
ど
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
3
7
）
　
前
掲
註
（
4
∀
薗
部
著
書
第
五
章
・
第
六
章
。

（
3
8
）
　
前
掲
註
（
4
）
薗
部
著
書
第
二
章
・
第
三
章
・
第
七
章
。

（
3
9
）
　
我
妻
建
治
「
新
見
庄
の
「
村
落
』
の
構
成
的
展
開
」
、
『
日
本
歴
史
』
一
二
〇
・
一
二
一
号
、

　
　
一
九
五
八
年
。

（
4
0
）
　
前
掲
註
（
2
5
）
に
同
じ
。

（
4
1
）
　
前
掲
註
（
3
4
）
周
防
南
方
八
幡
宮
祭
礼
旧
記
。
前
掲
註
（
2
）
藤
井
著
書
三
四
九
～
三
五

　
　
三
頁
。

（
4
2
）
　
前
掲
註
（
2
）
藤
井
著
書
八
～
九
、
五
一
一
～
五
二
二
頁
。

（
4
3
）
　
前
掲
註
（
7
∀
に
同
じ
。

（
4
4
）
慶
長
三
年
八
月
備
後
国
御
調
郡
杭
稲
荷
社
御
祭
御
頭
注
文
、
山
科
文
書
一
号
、
広
W
所
収
。

（
4
5
）
　
「
久
井
稲
生
神
社
御
当
名
調
査
総
括
表
」
、
前
掲
註
（
2
）
藤
井
著
書
三
九
～
四
三
頁
。
な

　
　
お
、
久
井
稲
荷
神
社
は
、
近
代
に
久
井
稲
生
神
社
と
改
称
し
た
（
『
久
井
町
誌
』
、
久
井
町
、

　
　
一
九
九
七
年
、
二
二
八
頁
）
。

（
4
6
）
　
永
徳
三
年
口
月
八
幡
宮
放
生
会
出
米
注
文
、
山
内
首
藤
家
文
書
六
三
号
、
『
大
日
本
古
文
書

　
　
　
山
内
首
藤
家
文
書
』
所
収
。

（
4
7
）
　
前
掲
註
（
3
1
）
に
同
じ
。

（
4
8
）
前
掲
註
（
4
）
薗
部
著
書
第
三
章
。

（
4
9
）
　
た
だ
し
名
主
座
に
藺
次
階
梯
的
要
素
が
全
く
欠
落
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
美
作
国
の

　

名
主
座
で
あ
る
梶
並
八
幡
宮
で
は
、
名
頭
が
「
烏
帽
子
親
」
と
呼
ば
れ
、
当
人
に
「
烏
帽
子

　

着
せ
」
を
お
こ
な
う
（
『
岡
山
県
史
』
第
一
六
巻
民
俗
H
、
岡
山
県
、
一
九
八
三
年
、
五
五
～

　
　
五
七
頁
）
。
こ
れ
は
名
主
座
祭
祀
の
一
環
と
し
て
烏
帽
子
成
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
髪
髭
と
さ
せ

　
　
る
。
た
だ
現
行
民
俗
で
は
、
装
束
と
し
て
の
烏
帽
子
を
名
頭
が
当
人
に
か
ぶ
せ
る
こ
と
そ
の
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も
の
に
眼
目
が
お
か
れ
、
成
年
式
と
い
う
認
識
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
5
0
）
　
前
掲
註
（
3
0
）
畑
中
論
文
。

（
5
1
）
　
前
掲
註
（
3
0
）
畑
中
論
文
。

（
5
2
）
　
前
掲
註
（
4
）
薗
部
著
書
第
六
章
、
薗
部
寿
樹
「
中
近
世
移
行
期
に
お
け
る
近
江
国
今
堀

　
　
郷
宮
座
の
変
質
三
米
沢
史
学
』
一
八
号
、
二
〇
〇
二
年
）
、
同
「
丹
波
国
山
国
荘
に
お
け
る

　
　
家
格
制
の
形
成
と
そ
の
背
景
」
（
『
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
三
八
号
、
二
〇
〇

　
　
三
年
）
、
同
「
中
近
世
村
落
に
お
け
る
宮
座
の
変
質
と
再
編
ー
結
衆
、
長
男
衆
、
そ
し
て
神
楽

　
　
講
ー
」
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
＝
二
集
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
。

（
5
3
）
　
前
掲
註
（
3
0
）
畑
中
論
文
。

（
5
4
）
　
前
掲
註
（
5
2
）
に
同
じ
。

（
5
5
）
　
天
正
五
年
八
月
乃
美
八
幡
宮
御
祭
御
頭
次
第
注
文
、
本
宮
八
幡
神
社
文
書
一
号
、
広
W
所

　
　
収
。

（
5
6
）
　
前
掲
註
（
2
）
藤
井
著
書
四
五
～
五
一
頁
。

（
5
7
）
　
天
文
一
七
年
一
二
月
平
賀
弘
保
袖
判
奉
行
人
連
署
打
渡
状
写
、
譜
録
（
桂
市
郎
右
衛
門
保

　
　
心
条
）
所
収
文
書
、
山
口
県
文
書
館
所
蔵
文
書
、
『
広
島
県
史
』
古
代
中
世
資
料
編
V
所
収
。

（
5
8
）
　
前
掲
註
（
2
）
藤
井
著
書
一
七
〇
～
一
七
一
頁
。

（
5
9
）
　
前
掲
註
（
2
）
藤
井
著
書
四
四
～
四
五
頁
。

（
6
0
）
　
寺
阪
五
夫
「
宮
代
神
社
の
座
方
」
、
同
『
美
作
宮
座
資
料
』
、
私
家
版
、
一
九
五
四
年
（
『
美

　
　
作
郷
土
資
料
』
、
名
著
出
版
、
一
九
八
五
年
合
本
復
刻
）
、
一
二
〇
～
一
二
一
頁
所
収
。
前
掲

　
　
註

（
2
）
藤
井
著
書
四
〇
七
～
四
〇
八
頁
。
な
お
、
名
主
頭
役
身
分
の
家
格
が
株
化
す
る
こ

　
　
と
に
つ
い
て
は
、
三
浦
秀
宥
「
岡
山
県
の
宮
座
と
そ
の
特
徴
」
（
『
日
本
民
俗
学
』
一
四
二
号
、

　
　
一
九
八
二
年
）
に
詳
し
い
。

（
6
1
）
　
宮
本
常
一
「
岡
山
県
御
津
郡
加
茂
川
町
円
城
の
祭
祀
組
織
」
、
『
宮
本
常
一
著
作
集
＝
巻

　
　
　
中
世
社
会
の
残
存
』
、
未
来
社
、
一
九
七
二
年
所
収
（
初
出
一
九
五
四
年
）
。
た
だ
し
、
宮

　
　
本
氏

が
宮
座
の
「
お
当
」
と
武
士
団
の
「
党
」
と
を
類
推
さ
せ
て
、
名
主
座
を
武
士
団
祭
祀

　
　
の
関
連
で
理
解
し
て
い
る
点
は
首
肯
で
き
な
い
。

（
6
2
）
　
天
文
六
年
一
〇
月
三
河
内
八
幡
宮
座
配
井
祭
田
注
文
、
井
西
文
書
一
号
、
広
W
所
収
。

（
6
3
）
　
寛
文
＝
二
年
三
河
内
八
幡
宮
御
頭
次
第
注
文
、
井
西
文
書
、
前
掲
註
（
2
）
藤
井
著
書
一

　
　
〇
七
～
一
一
〇
頁
。

（
6
4
）
　
前
掲
註
（
2
）
藤
井
著
書
一
五
六
～
一
六
四
、
四
〇
一
、
四
〇
七
頁
。

（
6
5
）
　
前
掲
註
（
3
0
）
畑
中
論
文
二
七
四
～
二
七
五
頁
、
前
掲
註
（
2
）
藤
井
著
書
三
九
二
頁
。

（
6
6
）
宝
永
四
年
七
月
免
田
由
来
記
、
厨
神
社
文
書
、
前
掲
註
（
6
0
）
寺
阪
著
書
二
五
～
一
二

　
　
〇
頁
。

（
6
7
∀
　
前
掲
註
（
2
∀
藤
井
著
書
一
七
七
～
一
七
九
頁
。

（
6
8
）
　
摂
津
国
上
瓦
村
日
野
神
社
の
宮
座
を
研
究
し
た
八
木
哲
浩
氏
は
、
「
果
し
て
『
氏
子
全
部
』

　
　
（
村
落
全
体
の
意
に
肥
後
氏
は
使
わ
れ
て
い
る
）
が
ひ
と
し
く
参
加
す
る
様
な
村
座
が
近
世
に

　

あ
っ
た
だ
ろ
う
か
」
と
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
（
「
近
世
的
宮
座
の
成
立
と
展
開
」
『
神
戸

　

大
学
文
学
会
研
究
』
八
号
、
一
九
五
五
年
、
一
一
九
頁
）
。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
て
、
近
世
の
宮

　

座

に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
6
9
）
　
鵤
荘
引
付
大
永
五
年
・
天
文
一
七
年
条
な
ど
、
『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
所
収
。
な
お
、

　

廣
田
浩
治
「
中
世
後
期
鵤
荘
の
名
年
貢
収
取
と
祭
礼
頭
役
ー
」
（
『
播
磨
国
鵤
荘
現
況
調
査

　
　
報
告
総
集
編
』
、
太
子
町
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
四
年
、
所
収
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
7
0
）
　
前
掲
註
（
6
1
）
宮
本
論
文
。

＊

（
二
〇

〇

三
年
一
〇
月
一
五
日
成
稿
・
二
〇
〇
四
年
八
月
三
日
改
稿
）

付
記

　
本
稿

は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
「
宮
座
と
社
会
ー
そ
の
歴
史
と
構
造
」

（研
究
代
表
者
・
八
木
透
氏
）
及
び
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
・
基
盤
研
究
A

「
現
代
の
宮
座
の
総
合
的
調
査
お
よ
び
宮
座
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
」
（
研
究
代

表
者
・
上
野
和
男
氏
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
環
で
あ
る
。

（二
〇

〇

三
年
一
二
月
一
五
日
受
理
、

（山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
）

二
〇

〇

四
年
七
月
二
一
日
審
査
終
了
）
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AStudy　of　the　Local　Status　of　Villagers　in　the　Myoshu－za

SoNoBE　Toshiki

The“Myoshu－za”is　de丘ned　as“a　Miyaza（council　of　elders）found　in　the　Chugoku　region　that　is

made　up　of　a　number　of　Myo（administrative　organ　of　agricultural丘elds）and　their　chiefs　as　its　ba－

sic皿it，　and　which　rarely　serves　as　a　bridge　to　the　next　leve1．”This　paper　examines　the　Myoshu－za

from　the　perspective　of　its　status　within　a　village．

　　　First，　I　show　that　during　the　early　part　of　the　Medieval　period，　in　the　Chugoku　region　soshos

（peasant　adminis仕adve　dis垣cts）㎡tes　were　perfo㎜ed　as　Miyaza　Htes　by　groups　of　elders　and　men

with　resident　status．　These　sosho　Miyaza　rites　underwent　change，　resuldng　in　the　fomlation　of　the

Myoshu－za　at　the　beginning　of　the　14th　century．　Factors　behind　this　w6re　changes　to　the　roles　of

Myo　and　the　co皿ection　between　Myo　and　communal　bene6ts　derived　from　mountains，五elds　and

lniga60n　water，　etc．　Kashira－bun　documents，　which　are　regarded　as　e嗣ence　of血e允㎜ation　of

the　Myoshu－za，　do　not　contain　men60n　of　the“autonomy”of　the　Miyaza，　but　they　are　documents

that　were　compiled　under　the　supervision　of　shrine　families　as　a　result　of　the　reorganization　of　the

Myo，

　　　The　Myoshu－za　was　a　Miyaza　that　was　operated　jointly　by　persons　who　had　the　status　of　leading

lando㎜ers　within　the　local　village．　The　contHbution　deemed　appropriate　for　these　leading　landown－

ers　amounted　to　the　success　of　the　next　success血l　status（an　obligation　to　provide　goods）．　It．was

because　of　this　that　within　the　Myoshu－za　there　did　not　develop　an　element　that　served　as　a　bridge

to　the　next　level．

　　　At　the　end　of　the　16th　century，　households　were　formed　universally　in　villages　in　the　Chugoku

region．　A　compromise　was　reached　over　the　feud　between　the　Myoshu－za　and　those　with　power　in

villages　from　these　households　who　did　not　belong　to　the　Myoshu－za、　As　a　result，　during　the　Early

Modem　period　the　status　of　a　landowner　with　a　leadership　role　in　Myo　changed　so　that　it　came　to

indicate　social　standing，　whereby　the　Myoshu－za　became　a　powerful　mechanism　for　upholding　the

system　of　social　standing．

　　　Lastly，　the　paper　also　covers　issues　related　to　the　period　when　the　status　of　a　leading　landowner

was　established，　their　special　privileges，　the　impact　that　the　confiscation　of　shrine－operated　rice

五elds　had　on　village　finances　and　measures　to　counteract　this，　the　entrenchment　of　the　system　of

182



household　status　and　changes　to　this　system，　the　situation　after　the

range　of　the　dis垣bu60n　of　the　status　of　leading　landowners．

“

dissolution”of　Miyaza　and　the
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